
令和５年度第１回朝霞市環境審議会 次第 

 

日 時  令和５年７月２６日（水）  

午後２時から              

                場 所  朝霞市役所 ２階 全員協議会室 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

  （１）朝霞の環境（令和４年度（環境推進課所管分））について 

（２）その他 

     

３ 閉   会                   



（委員任期：Ｒ4.7.28～Ｒ6.7.27）

委員要件 氏名 経歴・所属団体等

第１号委員 市議会の議員 原田　公成 朝霞市議会議員

外山　まき 朝霞市議会議員

第２号委員 学識経験のある者 松村　　隆
公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団　海外循環ビジネス支援センター
副センター長　前芝浦工業大学システム理工学部　教授

小島　真知子
朝霞市環境美化推進員
元社会教育指導員

第３号委員
事業者を代表する
者

永井　広志 本田技研工業（株）二輪・パワープロダクツ事業本部

長谷川　司 （株）武蔵野種苗園　埼玉支店　支店長

第４号委員
市内の公共的団体
を代表する者

水久保　幸之助 朝霞市商工会 理事

小野　敬三 朝霞市自治会連合会　副会長（霞ヶ丘親睦会会長）

第５号委員 公募による市民 木村　富枝 市民

山本　富 市民

第６号委員
市長が必要と認め
る者

桒田　泰博 あさか環境市民会議　会計

平塚　知嘉子 朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会　会長

平井　毅 埼玉県西部環境管理事務所　副所長

岩上　和弘 朝霞警察署　生活安全課　課長代理

湯尾　　明 朝霞保健所　所長

環境審議会委員



〇朝霞市住み良い環境づくり基本条例 

 

わたくしたちのまち朝霞は、水と緑に恵まれたかけがえのない豊かな自然環境と、歴史的、文化的環境を受け

継ぎながらこれまで着実な発展を続けている。 

今を生きるわたくしたちは、この恵み豊かな環境が、現在及び将来の世代の共有財産であることを強く認識し、

今ある環境を守り、育て、そして将来へ向けて確実に引き継いでいく大きな責務を負っている。 

そこで、わたくしたちは、朝霞が今ある環境を損なうことなく、自然と調和した健全で持続可能な発展を遂げ、

豊かで美しいまちとして将来を迎えるため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、すべての市民が安全で健康かつ快適な生活を営むためには、良好な環境を保全し、及び創

造していくことが極めて重要であることを認識し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の

良好な環境の保全及び創造（以下「環境の保全等」という。）に関する基本理念及び施策の基本となる事項を

定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健

康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全

上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

２ この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相

当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同

じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭

によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植

物及びその生育環境を含む。）に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全等は、すべての市民が安全で健康かつ快適な文化的生活を営むことができる良好な環境を維

持し、これを将来の世代へ継承されるように推進されなければならない。 

２ 環境の保全等は、すべての者の積極的な取組と参加により、環境への負荷の少ない持続的に発展することが

可能な社会が構築されるように推進されなければならない。 

３ 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、すべての事業活動及び日常生活において推進されなければなら

ない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全等に関する基本的

かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷

の低減に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境の保全等に自ら努めるととも

に、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。 

（報告書の作成） 

第７条 市長は、毎年、環境の状況及び環境の保全等に関して講じた施策に関する報告書を作成し、これを公表



するものとする。 

第２章 環境の保全等に関する基本的施策等 

（環境基本計画） 

第８条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全等に関する基本的

な計画（以下「環境基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 環境の保全等に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱 

(２) その他環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、朝霞市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定したときには、速やかにこれを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（環境基本計画との整合） 

第９条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との

整合を図らなければならない。 

（環境の保全上の支障を防止するための措置） 

第 10条 市は、公害（放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染によるものを除く。）の防止に

関し、必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要があると認めるときは、必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進） 

第 11 条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品等の利用が促進されるように努め

るものとする。 

（市民の意見の反映） 

第 12条 市は、環境の保全等に関する施策に、市民の意見を反映することができるように努めるものとする。 

（調査の実施） 

第 13条 市は、環境の状況の把握又は環境の保全等に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第 14 条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全等に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び

他の地方公共団体と協力して推進するものとする。 

第３章 朝霞市環境審議会 

（設置） 

第 15条 環境基本法（平成５年法律第 91号）第 44条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、朝

霞市環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第 16条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議するものとする。 

(１) 環境基本計画に関する事項 

(２) その他環境の保全等に関する基本的事項 

（委員） 

第 17条 審議会は、委員 16人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 市議会の議員 

(２) 学識経験のある者 



(３) 事業者を代表する者 

(４) 市内の公共的団体を代表する者 

(５) 公募による市民 

(６) 市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員） 

第 18条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が委嘱する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第 19条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 20条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（庶務） 

第 21条 審議会の庶務は、市民環境部環境推進課において処理する。 

（委任） 

第22条 第17条から前条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成８年 10月１日から施行する。 

附 則（平成 10年条例第 34号） 

この条例は、平成 11年４月１日から施行する。 

附 則（平成 12年条例第 25号） 

この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 

附 則（平成 18年条例第 41号） 

この条例は、平成 19年４月１日から施行する。 

附 則（平成 26年条例第５号） 

この条例は、平成 26年４月１日から施行する。 

 



                             

 

 

 

朝霞の環境（案）  
（令和４年度年次報告書）  
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                 詳しくは５１ページ参照  

 

 

（環境推進課所管分）  

 

 

令和５年第１回環境審議会資料  

資料１  



年次報告書「朝霞の環境」とは 

朝霞市では、「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」の基本理念にのっとり、望ましい環境像 

『みんなでつくる 水とみどりが豊かな 環境にやさしいまち 朝霞』の実現を目標とする「第３次朝霞市

環境基本計画」を令和４年３月に策定しました。そして、この望ましい環境像を実現するため、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【環境目標】 【個別目標】 

自然と人との共生 
 

生き物がすみやすく、豊かな 

自然が身近に感じられるまち 

快適な生活環境の確保 
 

安心で快適に、 

ずっと住み続けられるまち 

脱炭素・循環型社会 

の推進 

限りある資源を大切にし、 

環境に負担をかけないまち 

パートナーシップによる 

環境活動の推進 

みんなで環境を 

学び、考え、取り組むまち 

３-１ 

クリーンなエネルギーをつくる 

３-４ 

資源を大切に、繰り返し使う 

３-２ 

省エネルギー・省資源をすすめる 

３-３ 

地球に負荷の少ないまちをつくる 

３-５ 

気候の変化に備える 

４-１ 

環境についてみんなで学ぶ 

４-２ 

環境活動にみんなで参加し行動する 

２-３ 

快適で住み良いまちをつくる 
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環境像 

 

自然環境 

 

生活環境 

 

地球環境 

 環境パートナーシップ 

１-１ 

生き物がすめる環境を大切にする 

１-２ 

みどり豊かなまちをまもり育てる 

２-２ 

きれいな水と土をまもる 

２-１ 

きれいな空気をまもる 



 

 

 

下記の４つの要素を基本として各環境目標を設定し、その目標の達成に向けた環境施策を展開しています。 

この年次報告書「朝霞の環境」は、「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」第７条に基づき、 

その取組状況（前年度の実績）を報告書としてまとめ、公表するものです。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【関連する SDGs目標】 【実施施策】 【ページ】 

１-１-１ 健全な水循環の形成               1 

１-１-３ 生物多様性の確保                1 

１-１-２ 生物の生息・生育環境の保全           1 

１-２-１ 緑地・樹林・樹木の保全             4 

１-２-２ 農地の保全と活用                4 

１-２-３ 都市の緑化                   4 

１-２-４ 緑豊かな景観の形成               4 

２-１-１ 大気環境の保全                   5 

２-１-２ 悪臭の防止                  11 

２-２-１ 河川の水質保全                12 

２-２-２ 地下水汚染・土壌汚染の防止          16 

２-３-１ 騒音・振動の防止               18 

２-３-２ 日照阻害、電波障害の防止           24 

２-３-３ 環境美化の推進                24 

３-１-１ 再生可能エネルギーの普及促進         37 

３-１-２ 公共施設への再生可能エネルギーの導入促進   38 

３-２-１ 環境に配慮した行動の推進           39 

３-２-２ 水の有効利用                 43 

３-５-１ 気候変動に関する影響の把握と普及啓発     47 

３-３-１ 環境に配慮した移動手段の推進         44 

３-３-２ コンパクトで利便性の高い生活環境整備     45 

３-４-１ 廃棄物の排出抑制の推進            46 

３-４-２ 資源化の推進                 46 

３-４-３ 廃棄物の適正処理の推進            46 

３-５-２ 気候変動への適応策の推進           47 

４-１-１ 環境教育や環境学習の機会の提供        50 

４-１-２ 環境情報の発信と普及啓発           56 

４-２-１ 市民団体の環境保全活動支援          58 

４-２-２ 環境保全活動団体の育成、ネットワークの形成等 60 



■第３次朝霞市環境基本計画における環境施策と SDGｓとの関係 

 

 

 

 

 

 

 

１-１ １-２ ２-１ ２-２ ２-３ ３-１ ３-２ ３-３ ３-４ ３-５ ４-１ ４-２
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① 貧困をなくそう

② 飢餓をゼロに ● ●

③
すべての人に
健康と福祉を

● ● ●

④
質の高い教育を
みんなに

● ●

⑤
ジェンダー平等
を実現しよう

⑥
安全な水とトイ
レを世界中に

● ●

⑦
エネルギーを
みんなにそして
クリーンに

● ● ● ● ●

⑧
働きがいも
経済成長も

⑨
産業と技術革新
の基礎をつくろ
う

● ● ● ● ●

⑩
人や国の不平等
をなくそう

⑪
住み続けられる
まちづくりを

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

⑫
つくる責任
つかう責任

● ● ● ● ●

⑬
気候変動に
具体的な対策を

● ● ● ● ●

⑭
海の豊かさを
守ろう

● ●

⑮
陸の豊かさも
守ろう

● ● ● ●

⑯
平和と公正を
すべての人に

⑰
パートナーシッ
プで目標を達成
しよう

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

４
パートナーシップ
による環境活動の

推進
みんなで環境を学び、

考え、取り組むまち

３
脱炭素・循環型社会の推進

限りある資源を大切にし、環境に負担をかけないまち

２
快適な生活環境の確保

安心で快適に、ずっと住み続けら

れるまち

１
自然と人との共生
生き物がすみやすく、

豊かな自然が身近に感

じられるまち

SDGs

17の目標

第３次環境基本計画

分野別目標
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第１章  環境施策の展開 

   …「朝霞の環境」記載項目のうち環境推進課所管以外の他課所管分 

１ 自然と人との共生 

１-１ 生き物がすめる環境を大切にする 
１ 健全な水循環の形成 ························ １ 

     ①湧水地の保全 ·························· １ 
        ②雨水の浸透対策の推進 ······················ １ 
      ２ 生物の生息・生育環境の保全 ···················· １ 

①雑木林の維持・管理 ······················· １ 
        ②自然を活かした水辺づくり ···················· １ 

３ 生物多様性の確保 ························· １ 
①生物多様性、生態系情報の蓄積・提供 ··············· １ 

        ②外来生物の計画的な防除 ····················· １ 
 

 

１-２ みどり豊かなまちをまもり育てる 
１ 緑地・樹林・樹木の保全 ······················ ４ 

     ①市内に残る貴重な緑の保全 ···················· ４ 
     ②市民との協働による公園・広場・道路の利活用 ··········· ４ 

        ③緑地の公有地化 ························· ４ 
        ④公園・緑地の確保 ························ ４         
      ２ 農地の保全と活用 ························· ４ 
        ①環境保全型農業の推進 ······················ ４ 
        ②市民農園や農業体験の充実 ···················· ４ 
        ③生産緑地地区及び特定生産緑地の指定 ··············· ４ 

④市街化調整区域の農地の保全 ··················· ４ 
３ 都市の緑化 ···························· ４ 

        ①公共施設の緑化 ························· ４ 
  ②住宅地・民間施設の緑化 ····················· ４ 
４ 緑豊かな景観の形成 ························ ４ 

①親水空間の保全と創出（水とのふれあい） ············· ４ 
        ②うるおいのある景観づくり ···················· ４ 

   ③史跡・文化財等の保全と活用 ··················· ４ 
 
 
２ 快適な生活環境の確保 

２-１ きれいな空気をまもる 
１ 大気環境の保全 ·························· ５ 

①大気環境の監視、改善 ······················ ５ 
        ②放射性物質の監視 ······················· １０ 

２ 悪臭の防止 ··························· １１ 
①悪臭の防止 ·························· １１ 

      
 

２-２ きれいな水と土をまもる 
      １ 河川の水質保全 ························· １２ 

①河川の水質の監視 ······················· １２ 
        ②生活排水処理施設整備の推進 ·················· １６ 

③工場・事業場の排出水の監視・指導 ··············· １６ 
２ 地下水汚染・土壌汚染の防止 ··················· １６ 

①地下水汚染・土壌汚染の防止 ·················· １６ 

 

自然環境 

 

生活環境 



 朝 霞 の 環 境           目 次  
      

 
２-３ 快適で住み良いまちをつくる 

      １ 騒音・振動の防止 ························ １８ 
①自動車等の騒音・振動の監視 ·················· １８ 

        ②工場・事業場の騒音・振動の防止・指導 ············· ２２ 
２ 日照阻害、電波障害の防止 ···················· ２４ 
  ①日照阻害、電波障害の防止 ··················· ２４ 

      ３ 環境美化の推進 ························· ２４ 
①散乱ごみ・不法投棄対策 ···················· ２４ 
②路上喫煙の防止 ························ ２７ 
③ペットマナーの向上 ······················ ２８ 
④放置自転車対策 ························ ３２ 
⑤あき地・空き家の環境保全 ··················· ３２ 
⑥鳥獣・害虫被害の防止 ····················· ３３ 

 
 
３ 脱炭素・循環型社会の推進 

３-１ クリーンなエネルギーをつくる 
      １ 再生可能エネルギーの普及促進 ·················· ３７ 

   ①住宅用太陽光発電等設置の普及促進 ··············· ３７ 
      ２ 公共施設への再生可能エネルギーの導入促進 ············ ３８ 

①公共施設の太陽光発電等の導入 ················· ３８ 
    
 

３-２ 省エネルギー・省資源をすすめる 
１ 環境に配慮した行動の推進 ···················· ３９ 
  ①エコライフ・省エネルギーの普及・促進 ············· ３９ 
  ②地球温暖化対策実行計画の推進 ················· ４０ 

      ２ 水の有効利用 ·························· ４３ 
①節水の啓発 ·························· ４３ 

   ②雨水の利用 ·························· ４３ 
 
 

３-３ 地球に負荷の少ないまちをつくる 
      １ 環境に配慮した移動手段の推進 ·················· ４４ 
        ①歩道、自転車利用環境等の充実 ················· ４４ 

②次世代自動車の普及促進 ···················· ４４ 
      ２ コンパクトで利便性の高い生活環境整備 ·············· ４５ 
        ①広域交通ネットワーク形成 ··················· ４５ 
        ②公共交通機関の利用環境の充実 ················· ４５ 
 
 

３-４ 資源を大切に、繰り返し使う 
      １ 廃棄物の排出抑制の推進 ····················· ４６ 

①３R の推進 ·························· ４６ 
        ②生ごみの減量化 ························ ４６ 

③食品ロス削減 ························· ４６ 
        ④廃棄物処理や資源循環の重要性に関する学習機会の充実 ······ ４６ 

⑤事業者に対する適正排出・適正処理の指導 ············ ４６ 
      ２ 資源化の推進 ·························· ４６ 
        ①地域リサイクル団体活動の推進 ················· ４６ 
        ②廃棄物の資源化の促進 ····················· ４６ 

３ 廃棄物の適正処理の推進 ····················· ４６ 
①適正処理の推進 ························ ４６ 

 

地球環境 
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３-５ 気候の変化に備える 
      １ 気候変動に関する影響の把握と普及啓発 ·············· ４７ 

①気候変動に関する影響の把握 ·················· ４７ 
        ②適応策に関する普及啓発 ···················· ４７ 
      ２ 気候変動への適応策の推進 ···················· ４７ 
        ①農業分野 ··························· ４７ 

②水環境・水資源分野 ······················ ４７ 
③自然生態系分野 ························ ４７ 
④自然災害分野 ························· ４８ 
⑤健康分野 ··························· ４９ 
⑥市民生活・都市生活分野（ヒートアイランド対策等） ······· ４９ 

  
４ パートナーシップによる環境活動の推進 

４-１ 環境についてみんなで学ぶ 
１ 環境教育や環境学習の機会の提供 ················· ５０ 

   ①環境教育や環境学習の機会の提供 ················ ５０ 
２ 環境情報の発信と普及啓発 ···················· ５６ 

 ①環境情報の収集と発信 ····················· ５６ 
    
 

４-２ 環境活動にみんなで参加し行動する 
１ 市民団体の環境保全活動支援 ··················· ５８ 

   ①環境に関する有識者等の活用 ·················· ５８ 
②市民団体の環境保全活動支援 ·················· ５８ 

２ 環境保全活動団体の育成、ネットワークの形成等 ·········· ６０ 
 ①環境保全活動団体の育成、ネットワークの形成等 ········· ６０ 

 

 

第２章  資料編 
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環境目標１ 自然と人との共生 

生き物がすみやすく、豊かな自然が身近に感じられるまち 

１-1 生き物がすめる環境を大切にする 

1 健全な水循環の形成 

① 湧水地の保全 

湧水は、地域の生活や文化、生態系と深い関わりを持っており、身近な水源であるととも

に、やすらぎの場として親しまれてきました。こうした湧水の保全のためには、十分な地下

水が確保されなくてはなりません。このため、市では、雨水を地下に浸透させる設備や透水

性舗装の整備を進めるなど、地下水を増やす取り組みを行うとともに、指定文化財等の公有

地内の湧水地については、除草・清掃を行いながら保全しています。 

令和４年度は、湧水地の有機塩素系化合物による汚染状況の概況を把握するために、1 地

点の湧水における代表的な物質のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリ

クロロエタンについて調査しました。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

【調査結果（採水場所：広沢の池 採水日：令和４年 1２月２３日）】 

物  質  名 調査地点数 基準値超過地点数 

トリクロロエチレン １ ０ 

テトラクロロエチレン １ ０ 

1,1,1－トリクロロエタン １ ０ 

② 雨水の浸透対策の推進 

２ 生物の生息・生育環境の保全 

① 雑木林の維持・管理 

② 自然を活かした水辺づくり 

３ 生物多様性の確保 

① 生物多様性、生態系情報の蓄積・提供 

 ② 外来生物の計画的な防除 

外来生物とは・・・もともと日本にいなかった生き物で、人間によって外国からもちこまれたも

ののことをいいます。外来生物は、日本でわかっているだけでも 2,000 種を超えます。自然環

境の中で特に問題となっているのが、侵略的な外来生物です。 

特定外来生物とは・・・外来生物の中で、地域の自然に大きな影響を与え、もともといた動物や

植物を脅かすおそれのあるものを侵略的外来生物といい、その中で、生態系や人の生命・身体、

農林水産業等に被害を与えるものとして国が法律に基づき指定した生物を特定外来生物といい、

駆除の対象としています。現在、130種類あまりの動植物が指定されています。 

※外来生物はなぜいけないのか・・・ 

１ もともとその地域にいる生き物の居場所を奪ったり、食べ物の取り合いをして生態系に大

きな影響を与えます。（アライグマなど） 

２ 毒をもっていたり、人をかんだりしてキケンがあるものがいます。（カミツキガメなど） 

 

自然環境 
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３ 農作物や魚を食べてしまいます。（アライグマ、ブラックバスなど） 

 

  市内でも特定外来生物であるアライグマの被害が増えています。アライグマは、可愛らしい

姿で人気が出てペットとして飼われていましたが、逃げ出したり捨てられたりして野生化し、

増えたもので、元来日本にはいなかった外来（北米や中南米原産）の動物です。 

 市では「埼玉県アライグマ防除実施計画」に基づき、アライグマ捕獲を実施しております。 

アライグマ捕獲数 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

捕獲数 ３８ ７８ ７６ 

 

 

 

≪埼玉県内にいる代表的な特定外来生物≫ 

 
アライグマ                カミツキガメ 

姿はタヌキに似ているが、尾が長く、 

黒色と茶褐色のしま模様となっている。 

ひげが白い。                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《アライグマと間違いやすい動物》 

※特定外来生物ではないため、市でむやみに捕獲・駆除ができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハクビシン 

鼻から頭にかけて白いたて線があり、 

尾は細長く、木登りが得意である。外来生物。 

タヌキ 

アライグマと間違いやすいが、しっぽは太く短

く、尾にしま模様がない。ひげが黒い。日本の

代表的な哺乳類。 

むやみに 
近づかないで！ 
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被害にあわないために注意すること 

 特定外来生物に限らず、野生生物により生活環境への被害が出ることがあります。被害

を未然に防ぐために、次のことに注意しましょう。 

 

・エサを与えない 

  故意のエサやりは、人馴れにもつながり個体数が増えてフン害も拡がるためやめまし

ょう。また、生ごみの出し方が悪いとエサ場になることもあるため、生ごみは収集日

の朝に出す（前日などに出さない）などごみ出しのルールをきちんと守るとともに、

生ごみは見えないように新聞紙などに包んで捨てるなどの配慮もお願いします。 

  木に成る果実も放置せず収穫する、畑などの農作物も間引いたものは放置せずに片づ

けましょう。 

・家屋の点検をする 

  床下や戸袋、屋根裏など、侵入できる穴があると住み着いてしまい、騒音やフン尿な

どによる被害になることもあります。風通しなど本来の機能を保ちながらも、金網な

どで物理的に塞ぐなどの対策が有効です。 

・近づかない 

  むやみに近づいたりしないようにしましょう。万一、噛まれたりすると感染症などの 

危険性があります。 

・拡げない 

  動物の遺棄は犯罪です。 

 

ほかにもこんな生物が・・・ 

  近年、海外から流通などの経路により、セアカゴケグモなどの特定外来生物が日本国

内で発見され報道されています。 

万が一、発見された場合は、市または西部環境事務所（電話：049-244-1250）

にご連絡ください。 
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１-2 みどり豊かなまちをまもり育てる 

1 緑地・樹林・樹木の保全 

① 市内に残る貴重な緑の保全 

② 市民との協働による公園・広場・道路の利活用 

③ 緑地の公有地化 

④ 公園・緑地の確保 

２ 農地の保全と活用 

① 環境保全型農業の推進 

② 市民農園や農業体験の充実 

 ③ 生産緑地地区及び特定生産緑地の指定 

④ 市街化調整区域の農地の保全 

３ 都市の緑化 

 ① 公共施設の緑化 

② 住宅地・民間施設の緑化 

４ 緑豊かな景観の形成 

① 親水空間の保全と創出（水とのふれあい） 

② うるおいのある景観づくり 

③ 史跡・文化財等の保全と活用 
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環境目標２ 快適な生活環境の確保  

安心で快適に、ずっと住み続けられるまち 

２-1 きれいな空気をまもる 

 １ 大気環境の保全  

 ① 大気環境の監視、改善 

１ 二酸化窒素＊調査 

大気汚染物質の多くは、物が燃焼する過程において発生します。発生源としては、固定発

生源である工場等のばい煙と、移動発生源である自動車等の排出ガスなどがあります。汚染

物質には、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素等があり、光化学スモッグの主な原因物質

にもなっています。市内全域を経緯度法により500m四方に分割（メッシュ）し、それぞれ

のメッシュ中心付近の61地点を選び出し、夏季、冬季の年2回、簡易法（フィルターバッジ

法）による大気中の二酸化窒素濃度を調査しています。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

２ 大気粉じん調査 

  大気中の粉じん量等の大気汚染物質の実態を把握するため、夏季・冬季の年2回大気粉じ 

ん調査を実施しています。調査に当たり、ニッケルは環境中の有害大気汚染物質による健康 

リスクの低減を図るために設定された指針値、アスベスト＊は大気汚染防止法で定めた石綿製 

品製造事業所が遵守しなければならない敷地境界における基準値、その他の物質は、労働安 

全衛生法で定めた作業環境評価基準値を準用しています。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

３ 公共施設アスベスト＊調査 

現在、稼働中の煙突にアスベストを使用している施設からの排気中のアスベスト含有の有

無について、施設の4方向敷地境界線上での測定を年１回実施しています。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

４ ダイオキシン類＊調査 

ダイオキシン類は、塩素を含む物の燃焼に伴って発生するほか、化学物質の製造工程など

においても副生成物として発生するなど発生原因は多岐にわたっています。 

大気中のダイオキシン類濃度レベルを把握するため、7日間測定による調査を1地点で年2

回実施しています。 

なお、「埼玉県生活環境保全条例」により、野外焼却等が禁止されているため、ドラム缶

や地面での野外焼却を行わないよう事業者及び市民の皆様の協力を求めているところです。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

 

生活環境 
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○大気調査結果まとめ 

大 
 

気 
 

調 
 

査 

調査内容 調査地点 調査回数 調査項目 調査結果 

①
二
酸
化
窒
素
調
査 

・市内 61地点 

・年 2回 

（7月・1月） 

1回 72時間測定 

・二酸化窒素 ・基準値に適合 

②
大
気
粉
じ
ん
調
査 

・保健センター 

・年 2回 

（7月・1月） 

1回 24時間測定 

・浮遊粉じん量 

・亜鉛 

・総クロム 

・カドミウム 

・鉛 

・ニッケル 

・バナジウム 

各項目とも、 

基準値に適合 

・年 2回 

（７月・1月） 

1回 4時間測定 

・アスベスト 基準値に適合 

③
公
共
施
設
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査 

・中央公民館 

・東朝霞公民館 

・浜崎学校給食 

 センター 

・朝光苑 

計４施設 

・年 1回 

（施設ごと） 

1回 4時間測定 

（敷地境界線上 4方向） 

・アスベスト 
各施設とも、 

基準値に適合 

④
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
調
査 

・保健センター 

・年 2回 

（7月・1月） 

1回168時間測定 

・ダイオキシン類 基準値に適合 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 
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５ 常時監視測定 

大気汚染物質を監視するために、埼玉県では大気汚染常時監視測定局を各地に設置してお

り、本市近辺には和光市、新座市の住宅地域等に地域全体の状況を把握する一般環境大気測

定局が、和光市の道路沿道には自動車排出ガス測定局が設置されています。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

 

野外焼却（野焼き）は、原則禁止です！ 

 廃棄物（ごみ）を屋外で焼却すること、いわゆる「野焼き」は、法律や埼玉県の条例によ

り、工場・事業所はもちろん、一般家庭でも原則禁止とされています。法令に適合しない焼

却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。これに違反した場合、懲役や罰金が科せられ

ます。 

≪野外焼却は、なぜいけないの？≫ 

 野外焼却は、燃焼温度が低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンが発生す

ることが大きな問題です。（ダイオキシンは８００度以上で分解されるといわれていま

す。）また、煙や臭気、飛散した灰により近隣の方へ迷惑をかけることもあります。（窓

を開けていたら煙が家の中に入ってきた、洗濯物に臭いや灰がついたなど）さらには、

火の粉が飛散し火災の原因となる危険性もあります。 

 

【野外焼却（野焼き）の指導件数】 

年度 件数 

令和４年度 ９ 

令和３年度 １８ 

令和２年度 １７ 

 

 

※野外焼却禁止規定の例外 

 ・国や地方公共団体が施設の管理、災害の予防・応急対策のため行うもの 

 ・風俗習慣上や宗教上の行事のためのもの（例：神社のお焚き上げなど） 

 ・農業、林業、漁業を営むためやむを得ないもの（例：農業の稲藁の焼却など） 

 ・日常生活上の軽微なもの（例：落ち葉焚き、草木染の灰をつくるなど） 

 

 

 

アイドリング・ストップのすすめ！ 

 

皆さんは、自動車等の利用時にアイドリング・ストップ 

（駐停車時のエンジン停止）をしていますか？ 

アイドリング・ストップには、騒音・悪臭・大気汚染・地球 

温暖化の防止、ガソリンの節約などの効果があります。自動車 

等を運転する時はアイドリング・ストップを心がけましょう！ 

年度 件数 

令和４年度 ２ 

令和３年度 ２ 

令和２年度 １ 

【アイドリングストップの指導件数】 
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６ 光化学スモッグ 

 自動車や工場などから大気中に排出されるガスは、窒素酸化物や炭化水素を含んでいます。

これらのガスは、太陽からの紫外線を受けて複雑な化学反応（光化学反応）を起こし、光化学

オキシダントが発生します。この光化学オキシダントの濃度が高くなると、目やのどの痛み、

息苦しさなどの症状が現れます。また、植物にも被害を与え、アサガオやサトイモなどの葉の

表面に白色や褐色の斑点が現れます。 

春から秋にかけて、気温が高く、風が弱い晴れた日に光化学オキシダントの濃度が高くなる

と、遠くがかすんで見えることがあります。これを光化学スモッグと呼んでいます。 

埼玉県では「埼玉県大気汚染緊急時対策要綱」を制定し、光化学スモッグの主要な指標と 

なっている光化学オキシダントの常時測定を行い、発令基準に達すると各地区（朝霞市は県南

中部地区に属しています。）ごとに注意報等を発令しています。 

市では、県からの注意報等の発令を受けた場合、「朝霞市大気汚染状況の伝達業務実施要領」

に基づき、防災行政無線や市ホームページ等により注意を呼びかけています。 

 

光化学スモッグ注意報・警報が発令されたら 

≪どんなときに発生するの？≫ 

時期的には５～９月、天気は晴れで、風が弱く、気温が２５度以上の時に発生しやすいとされ

ています。 

≪光化学スモッグ注意報・警報が発令されたら？≫ 

光化学スモッグ注意報・警報が発令された場合、

市では、防災行政無線で市民の皆さんにお知らせし、

注意を呼びかけています。市民の皆さんは、健康被

害にあわないために、①屋外での激しい運動は避け

る、②目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入ること

を心がけてください。また、乳幼児、お年寄り、病

弱な人は、健康な成人よりも被害をうけやすいので、

特に注意してください。また、自動車の使用を控え

るよう、ご協力ください。 

【県南中部地区の光化学スモッグ発令状況】 

種類 

年度 
予 報 注意報 警 報 重大緊急報 健康被害届出人数 

令和４年度 ９ ５ ０ ０ ０ （０） 

令和３年度 ２ ２ ０ ０ ０ （０） 

令和２年度 ２ ６ ０ ０ ０ （０） 

※表中の（ ）内の数字は、朝霞市内における健康被害届出人数を再掲したもの   
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７ 微小粒子状物質（ＰＭ2.5）＊ 

埼玉県では、毎日午前8時、午後０時３０分、午後５時３０分の計3回、ＰＭ２．５の常時

監視測定を行い、濃度が、環境省が設置した「微小粒子状物質（ＰＭ２．５）に関する専門

家会合」で示された暫定指針値（日平均７０マイクログラム立法メートル）を超えるおそれ

があると予測された場合は、県ホームページ等で注意喚起を行っています。午前の予測は、

県内を２地域に分けて行われ、午後の予測は、県内を８地域に分けて行われます。（朝霞市

は、午前の予測では県南部、午後の予測では県南中部に属しています。）。 

市では、県からの注意喚起についての依頼を受けた場合、「微小粒子状物質（PM2．5）

に係る朝霞市大気汚染状況の伝達業務実施要領」に基づき、防災無線や市ホームページ等で、

市民の皆様にお知らせして、不要不急の外出を控える、換気や窓の開閉を必要最小限にする

などのお願いをしています。 

令和４年度の県南部及び県南中部での注意喚起はありませんでした。 

 

８ 低公害車＊の導入 

自動車は経済・社会の発展に貢献し、現代生活の交通手段として重要な役割を担っていま

す。しかし、一方では、大気汚染や騒音など環境にも大きな影響を及ぼしているのも事実で

す。近年では、そうした環境への負荷を低減させる手段として、低公害車の導入が進んでき

ています。 

 

９ 公害苦情の現況 

公害は事業活動などに伴って生じる、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、

地盤の沈下、悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生じることと定義され、こ

れら７種類は「典型７公害」と呼ばれています。 

公害苦情は地域住民に密着した問題のため、現地調査を行い敏速かつ適正に対応すること

が必要であり、公害関係法令に基づく規制対象の場合は、規制基準値を遵守するように指導

を行っております。 

しかし、近年では、公害関係法令の規制対象とならない騒音、振動などの苦情のほか、日

常生活が起因となる苦情も増加しており、近隣間のコミュニケーション不足などでトラブル

となることもありますので、必要に応じて市が間に入り、お互いの歩み寄りを促すといった

対策に苦慮するケースが増えています。 

                                                          

【公害苦情件数】 

年度 苦情件数 その他 
典 型 

7公害 

（内訳）典 型 ７ 公 害 

大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 

令和４年度 ６２ ０ ９ １ ３ ０ ５ ０ ０ ０ 

令和３年度 ６２ ０ ８ ２ １ ０ 4 ０ ０ 1 

令和２年度 ６３ 1 9 3 １ ０ 4 ０ ０ 1 

 ※総務省公害苦情調査資料に基づき、新たな項目として≪その他≫を追加しました。 

 

 

 



- 10 - 

10 公害防止組織 

公害防止統括者制度は、企業内に公害防止組織を整備することによって、公害の未然防止を

図るために設けられた制度で、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づ

いて、一定規模以上の施設を有する工場に対し公害防止統括者、公害防止管理者等の選任を義

務付けています。 

また、小規模な工場・事業場についても、「埼玉県生活環境保全条例」により公害防止統括

者制度に準じた公害防止監督者制度によって公害防止監督者、公害防止主任者等の選任を義務

付けています。 

区 分 

種 別 

公害防止 

統 括 者 

公害防止統括 

者の代理者 

公害防止 

管 理 者 

公害防止管理 

者の代理者 

大 気 関 係 

１９ １８ 

 ７  ３ 

粉じん関係  ７  ７ 

水 質 関 係 １１  ８ 

騒 音 関 係  ６  ３ 

振 動 関 係  ８  ４ 

計 １９ １８ ３９ ２５ 

（令和５年３月３１日現在） 

 

公害防止監督者等の選任状況 

       区 分 

種 別 

公害防止 

監 督 者 

公害防止監督 

者の代理者 

公害防止 

主 任 者 

公害防止主任 

者の代理者 

大 気 関 係 

６０ ５８ 

１１ １０ 

水 質 関 係  ２  ２ 

騒音振動関係 ５６ ４４ 

計 ６０ ５８ ６９ ５６ 

（令和５年３月３１日現在） 

 

② 放射性物質の監視 

平成23年3月11日の東日本大震災により、東京電力福島第一原子力発電所において事故が

発生し、大量の放射性物質が大気中に放出されました。 

市では、市役所正面駐車場、保育園、小・中学校、公園等において、簡易測定器による空間

放射線量の定点測定を実施しています。 

また、「朝霞市における放射線量基準に関する当面の考え方について」を策定し、「毎時0.

19マイクロシーベルト」という市の公共施設における除染の判断基準を定め、市の公共施設に

おいて、定点測定のほか、比較的線量が高いとされる雨樋の下などの、いわゆるホット・スポ

ットと呼ばれる場所の空間放射線量を年１回測定しています。 

さらに、市民向けに空間放射線量の簡易測定器の貸し出しを行っています。令和４年度は 

１３件の貸出しを行いました。そのほか、学校・保育園の給食食材、水道水、クリーンセンタ

ーの焼却灰、学校等のプールの水や保育園の砂場についても、放射性物質の測定を継続的に実

施しており、測定結果を市ホームページで公表しています。 

引き続き、空間放射線量の調査を行うとともに結果を公表し、市民の皆様の安全安心に取り

組んでいきます。 
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【市内公共施設等における空間放射線量測定記録（令和４年度実績）】 

（単位：毎時マイクロシーベルト） 

測定場所 

最 大 値 最 小 値 
平均値 

（地上） 

測定値 
測 定 日 

測定値 
測 定 日 

測定値 
測定場所 測定場所 

市役所 

正面玄関 週１回 
0.067 

R４.６.1５ 
0.04３ 

R4.４.1３ 
0.059 

地上１ｍ 地上１ｍ 

保育園（４園） 

園庭 年２回 
0.069 

R５.1.６ 
0.039 

R4.8.2 
0.049 

地表 地上50cm 

学校（小・中学校１５校） 

校庭 年3回 
0.089 

R５.３.１５ 
0.031 

R4.11.17 
0.053 

地表付近 地上50cm 

公園・児童遊園地（１０カ所） 

敷地内 年4回 
0.083 

R４.１２.2０ 
0.03８ 

R5.3.3 
0.061 

地上50cm 地上50cm 

※各測定場所の測定結果及び市役所正面玄関の経年の測定結果については、資料編の  ページ

に掲載しています。 

簡易放射線測定器（空間線量計）の貸出しを行っています！ 

 市では、市内に居住、通勤、または通学して 

いる方に対し簡易放射線測定器の貸出しを 

無料で行っています。 

 問合せ／環境推進課 環境対策係 

     048-463-1512 

 

2 悪臭の防止 

 ① 悪臭の防止 

悪臭は、人の嗅覚をとおして不快感等をもたらす感覚公害のひとつで、人の感覚に直接訴

える公害であるため、古くから衛生的で快適な生活環境を損なうものとして認識されてきま

した。「悪臭防止法」が昭和47年5月31日から施行され、埼玉県においても、工場その他

の事業場の事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出について基準を設けています。 

悪臭防止対策として、パトロールによる監視及び事業場への立ち入り等を行っています。 

 

【悪臭相談の受付件数】 

 

   

 

 

 

年度 件数 

令和４年度 ０ 

令和３年度 １ 

令和２年度 １ 
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２-2 きれいな水と土をまもる 

1 河川の水質保全 

 ① 河川の水質の監視 

１ 河川調査 

水質汚濁とは、工場・事業場や家庭などから排出される汚水によって、河川等の水質が悪

化することをいいます。 

かつては事業系の排水が主な汚濁原因となっていましたが、近年は工場に対する排水規制

や下水道等の整備が進んできたことから､河川の水質汚濁は、改善されてきたといえます。 

河川等は本来、自ら汚れをきれいにする働き（自浄作用）をもっています。しかし、この

働きを超える量の汚濁物質が流入してしまうと水質汚濁が進んでしまいます。水質汚濁を防

止するためには、工場・事業場はもとより各家庭のほんのわずかな気づかいが大きな効果を

生みます。 

市では、「新河岸川・黒目川・越戸川」（以下「市内３河川」という。）において公共用

水域の水質汚濁に係る環境基準＊に基づく水質調査を実施しています。また、埼玉県において

も、黒目川東橋付近で調査を実施しています。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

２ 小排水路調査 

市内3河川に流入している小排水路７箇所において、水質調査を実施しています。小排水

路には環境基準はありませんが、河川の環境基準を準用し、河川に与える影響を調査してい

ます。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

 

河川の汚濁負荷を低減するために家庭でできること 

その１ 汚れた食器は洗う前によくふきましょう。 

    食器に残った油やソースを、洗い流す前に紙などでふき取りましょう。 

その２ 料理を作りすぎず、油や残り汁を流さないようにしましょう。 

    なるべく全部食べきれるように、料理を作りましょう。 

その３ 細かい調理くずを流さないようにしましょう。 

    三角コーナーや排水口のストレーナーには水切りろ紙袋や使い古しのストッキング

などをかぶせましょう。 

その４ シャンプーや洗剤を使い過ぎないようにしましょう。 

    洗剤を適量以上使っても、洗浄力はそれほど変わりません。 

その５ 米のとぎ汁は、捨てないで植木や草花にかけるなど工夫しましょう。 
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３ 生物調査 

川の中には昆虫の幼虫やヒル、イトミミズなどの生物が棲んでおり、川底などに多く見ら

れることから「底生生物」と呼ばれています。また、河床や石に付着している藻などは「付

着藻類」と呼ばれています。 

これらの生物は、種類によって水の汚れに耐えられる限度が異なるため、川の汚れの状況

に応じて種類や数が変化することから、生物調査を行うことによって、その川の汚れの程度

を知ることができます。生物調査は、化学分析のように水に含まれる物質の種類や量を測る

ことはできませんが、水中の生物は一定時間をかけて発生・成長しているので、比較的長期

間の水中の状況を推測することができます。 

市では、新河岸川の中流地点、黒目川、越戸川の下流地点で調査を行っています。 

 

水質階級名 水質状況 代 表 的 な 指 標 生 物 

水質階級（Ⅰ） きれいな水（川底が見える） サワガニ、ナミウズムシ 

水質階級（Ⅱ） ややきれいな水（水がやや濁っている） オオシマトビケラ、コオニヤンマ 

水質階級（Ⅲ） きたない水（川底が泥っぽい） ミズムシ、シマイシビル 

水質階級（Ⅳ） とてもきたない水（水が濁っている） エラミミズ、サカマキガイ 

出典：「全国水生生物調査」環境省・国土交通省  

 

４ 地下水調査 

市内の地下を流れる水の水質を把握するため、地下水１３地点、湧水１地点において地下

水調査を実施しています。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

  ５ ユスリカ調査 

市内３河川において、不快害虫と言われているユスリカ類の生息状況を把握し、基礎資料

とするため、河川底泥中のユスリカ幼虫の個体数を調査しています。 

 

６ 魚類調査 

市内３河川における魚類の生息状況を把握するため、魚類調査を実施しています。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

 

７ 底質調査 

 市内３河川における河底の有機物質の蓄積状況を把握するため、２年に１度、底質調査を

実施しています。令和４年度は実施なし。 

 

（調査結果については次ページ参照） 
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○水質調査結果まとめ 

  調査内容 調査地点 調査回数 

水 
 

 

質 
 

 

調 
 

 
査 

①河川調査 

新河岸川 ： 新宮戸橋付近 

（Ｃ類型）   内間木橋付近 

 黒 目 川 ： 大橋付近 

（Ｃ類型）   東林橋付近 

 越 戸 川 ： 越戸橋付近 

（類型指定なし）東和橋付近 

 

 

年４回                                     

（６月、8月、１２月、２月） 

 

 

年２回（６月、１２月） 

年１回（６月） 

年２回（８月、１２月） 

②小排水路調査 

 

新河岸川、黒目川の各 3地点及び

越戸川 1 地点 
年２回（8月、２月） 

③生物調査 

新河岸川：新盛橋付近 

黒 目 川：笹橋付近 

越 戸 川：東和橋付近 

年１回（8月） 

④地下水調査 地下水１３地点、湧水 1地点 年１回（１２月） 

⑤ユスリカ調査 

新河岸川：新宮戸橋付近 

黒 目 川：大橋付近 

越 戸 川：越戸橋付近 

年１回（１２月） 

⑥魚類調査 

新河岸川：内間木橋付近 

黒 目 川：東林橋付近 

越 戸 川：東和橋付近 

年１回（７月） 

 

⑦水質汚濁防止

法特定事業所

立入調査 

立入調査：６事業所 

分析調査：０事業所 

※指導権限をもつ埼玉県西部環境管

理事務所と連携を図り、立入調査、指

導（有害物質取扱事業所を含む） 

不特定日 
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調査項目 調査結果 

生活環境項目、一般項目、流量 

２月調査において、新河岸川（上流）新宮戸橋付近と新河岸川（下

流）内間木橋付近の全亜鉛について、環境基準を超過し、不適合

であった。  

新宮戸橋付近（0.036mg/L）、内間木橋付近（0.031 mg/L）  

※環境基準：全亜鉛 0.03mg/L 以下 

健康項目 

※黒目川は埼玉県で調査 
基準に適合していた。 

要監視項目 

※黒目川は埼玉県で調査 
基準に適合していた。 

追加項目（化学的酸素要求量・

ふん便性大腸菌群数）※黒目川 

環境基準はないが、「水浴場水質判定基準」を参考とした結

果、すべて適または可となった。 
※判定基準の区分：適（水質 AA・A）、可（水質 B・C）、不適 

生活環境項目、流量 

小排水路には環境基準はないが、参考値として流入先の河川

の基準値を準用した結果、生物化学的酸素要求量（BOD）、

溶存酸素量（DO）、全亜鉛、ノニルフェノールや直鎖アルキ

ルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）が基準値を超過し

た。 

底生生物・付着藻類 

総合判定の結果、市内３河川において、「全国水生生物調査」

の水質階級による水質状況は新河岸川（新盛橋付近）は「や

やきれいな水～きたない水の間」で黒目川（笹橋付近）と越

戸川（東和橋付近）は「ややきれいな水～大変きたない水の

間」との結果となった。 
※水質状況：きれいな水、ややきれいな水、きたない水、とてもきたな

い水（水質階級：４階級） 

1,1,1-トリクロロエタン、トリ

クロロエチレン、テトラクロロ

エチレン等 

地下水・湧水全 14 地点中 13 地点で基準に適合。 

地下水 1 地点でテトラクロロエチレンが不適合（0.01１ｍｇ／

Ｌ）であった。 
※不適合地点は、継続して調査を実施する。 

※環境基準：テトラクロロエチレン 0.01ｍｇ／Ｌ以下（年平均） 

ユスリカ幼虫数 新河岸川(４個体)、黒目川(３７個体)、越戸川(２個体) 

魚類等出現種 

市内 3河川において、魚類２２種、甲殻類４種、両生類１種、

は虫類２種が確認された。 
（うち外来種：魚類４種、甲殻類１種、両生類１種） 

有害物質特定施設の構造基準適

合の確認 

有害物質特定施設の構造基準適合の確認を行い、いずれも適 

合していた。 

※採水での分析調査はなし 

※詳細については、資料編の  ページに掲載しています。 
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② 生活排水処理施設整備の推進 

 １ 下水道の整備 

２ 合併処理浄化槽＊の設置 

下水道未整備区域に浄化槽を設置する際には、「浄化槽法」に基づき合併処理浄化槽とす

ることが義務づけられ、し尿のみを処理する単独処理浄化槽をすでに設置している方につい

ては、合併処理浄化槽への転換に努めなければならないとされています。 

この合併処理浄化槽は、適正な管理を行うことにより、し尿と風呂や台所などから排出さ

れる水質汚濁の原因である生活雑排水を同時に処理することができることから、河川の水質

環境を保全する有効な排水処理施設とされています。 

市では、「広報あさか」及び市ホームページへの掲載などで、浄化槽の適正な維持管理の

必要性と併せ、合併処理浄化槽の設置及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換につ

いて啓発を行っています。 

なお、令和４年度の合併処理浄化槽の届出処理件数は35件でした。 

  【届出件数の内訳】 

 

③ 工場・事業場の排出水の監視・指導 

１ 水質汚濁防止法特定事業所立ち入り調査（有害物質取扱事業所を含む） 

水質汚濁防止法の特定施設からの事業場排水について監視及び適正化を図るため、埼玉県

西部環境管理事務所が立ち入り調査、採水調査を行い、その結果の報告を受けています。 

 

2 地下水汚染・土壌汚染の防止 

① 地下水汚染・土壌汚染の防止 

１ 地下水汚染の防止 

地下水は、目に見えない地下に存在することから、人々に意識されることはあまり多くあ

りませんが、飲用を除く生活用水のほか、災害時における緊急の水源としても活用できるな

ど、重要な役割を果たしています。 

令和4年度は、井戸水の有機塩素系化合物による汚染状況の概況を把握するために、代表

的な物質であるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンの3

物質等について市内１３地点で調査しました。 

なお、この調査は飲料水としての調査ではないため、飲用への適否については保健所の指

導を受けるよう井戸水の利用者に通知しています。 

※詳細な調査結果については、資料編の  ページに掲載しています。 

 

 

 

 

 使用開始届 廃止届 その他 

令和４年度  ２０ ５ １０ 

令和３年度  ７ ３ ３ 

令和２年度  ３ ０ 2 
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【井戸水調査結果（採水日：令和４年1２月２３日）】 

物  質  名 調査地点数 基準値超過地点数 

トリクロロエチレン １３ ０ 

テトラクロロエチレン １３ １ 

1,1,1－トリクロロエタン １３ ０ 

  

  ２ 水質汚濁防止法特定事業所排水分析調査（有害物質取扱事業所を含む） 

河川や排水路等の公共用水域の水は、上水道や農業用水等に利用されており、生活環境を

保全するためにも、良好な水質にしておかなければなりません。 

このため、有害な汚水や廃液が発生する事業場には、「水質汚濁防止法」及び「埼玉県生

活環境保全条例」等で排水規制が行われています。 

市では、埼玉県西部環境管理事務所と協力して、事業場に合同で立入調査をし、排出水の

監視に努めています。また、埼玉県西部環境管理事務所が採水調査をした結果の報告を受け

て情報共有に努めています。 

 

【水質汚濁防止法特定事業所排水分析調査結果（令和４年度）】 

事業場数 適 合 数 不適合数 

５ ０ ０ 

          ※令和４年度は分析調査の実施はありません。 

  

３ 土壌汚染の防止 

土壌汚染の原因となる物質を使用する事業所や工場跡地等での土壌汚染に対して、県とと

もに土壌汚染の未然防止の観点から把握・指導に努めます。 

また、市では、市有施設・樹木の消毒等に関する取り組みとして、「朝霞市における市有

施設・樹木の消毒等に関する取組方針」を定め、いわゆる環境ホルモン＊やダイオキシン類な

どによる健康や生態系への影響を避けるため、病害虫が発生した場合はその樹木を剪定する

ことなどで対応し、薬剤散布は必要最小限にとどめています。 

 

４ 地盤沈下対策 
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２-3 快適で住み良いまちをつくる 

1 騒音・振動の防止 

① 自動車等の騒音・振動の監視 

 １ 自動車騒音・振動の監視 

騒音規制法第１８条に基づき、市内の主要幹線道路７路線１４区間を対象として自動車騒

音状況の常時監視を実施しています。 

評価手法は、調査路線の周辺（５０メートル）の騒音の状況を把握するために実施する面

的評価と、面的評価を推計するために必要なデータを採取する点的評価があります。 

令和４年度は、２路線３区間について調査を実施しました。 
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○自動車騒音常時監視調査結果【年 1 回（1 月）24 時間測定】 

調
査
方
法 

【点的評価】 

調査区間ごとに選定した地点での２４時間騒音測定値の評価 

【面的評価】 

点的評価の騒音値を区間全体に準用し、昼夜ともに基準を達成した道路端 50ｍ内の住居

戸数割合 

調
査
地
点 

【調査路線及び調査地点】 

○和光志木線 

Ａ 区  間（面的）：和光市・朝霞市境（根岸台７丁目８付近）～朝霞蕨線（仲町１丁

目１１付近）間 

調査地点（点的）：仲町２丁目４付近 

Ｂ 区  間（面的）：朝霞蕨線（岡２丁目４付近）～ふじみ野朝霞線（大字浜崎付近）   

            間 

調査地点（点的）：大字岡２２１－１付近 

○東京朝霞線 

Ｃ 区  間（面的）：新座市・朝霞市境（大字溝沼付近）～新座和光境（幸町３丁目１

２付近）間 

調査地点（点的）：大字溝沼１９８３－１０付近 

調
査
結
果 

【点的評価】 

○和光志木線 

Ａ 仲町２丁目４付近（昼間：６６ｄB、夜間：６１ｄB） 

Ｂ 大字岡２２１－１付近（昼間：６６ｄB、夜間：６１ｄB） 

○東京朝霞線 

Ｃ 大字溝沼１９８３－１０付近（昼間：６０ｄB、夜間：５６ｄB） 

【面的評価】 

○和光志木線 

Ａ 和光市・朝霞市境（根岸台７丁目８付近）～朝霞蕨線（仲町１丁目１１付近）間 

基準値達成戸数割合  １00％（1,183 戸／1,183 戸） 

Ｂ 朝霞蕨線（岡２丁目４付近）～ふじみ野朝霞線（大字浜崎付近）間 

基準値達成戸数割合  100％（2,077 戸／2,077 戸） 

○東京朝霞線 

Ｃ 新座市・朝霞市境（大字溝沼付近）～新座和光境（幸町３丁目１２付近）間 

基準値達成戸数割合  80％（28 戸／35 戸） 
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  ２ 道路騒音振動調査 

市内主要道の道路騒音・振動の現況把握を行うことにより、沿道付近の生活住環境の

悪化などの把握を行うために実施しています。 

令和４年度は、４地点について調査を実施しました。 

○道路騒音振動調査結果【年 1 回（1 月）24 時間測定】 

調
査
方
法 

【騒音測定】 

選定した地点での２４時間騒音測定値の評価 

【振動測定】 

選定した地点での２４時間振動測定値の評価 

調
査
地
点 

A 朝霞第五小学校付近（西弁財２丁目１番付近） 

B 花ノ木橋付近（田島１丁目１０番付近） 

C 県営朝霞幸町団地前付近（幸町３丁目７番付近） 

D 三原２丁目交差点付近 （三原２丁目２２番付近） 

調
査
結
果 

【騒音調査】 

A 朝霞第五小学校付近：昼６８ｄＢ、夜６４ｄＢ 環境基準：不適合（昼及び夜） 

B 花ノ木橋付近：昼６７ｄＢ、夜６３ｄＢ 環境基準：不適合（昼及び夜） 

C 県営朝霞幸町団地前付近：昼６５ｄＢ、夜６１ｄＢ 環境基準：不適合（夜） 

D 三原２丁目交差点付近：昼６５ｄＢ、夜５９ｄＢ 環境基準：不適合（昼及び夜） 

 
（参考） 

評価方法：等価騒音レベル（測定値の平均） 

 昼  間：６時～２２時 

 夜  間：２２時～６時 

環境基準（A・B・C）：昼間 6５ｄＢ以下、夜間 ６０ｄＢ以下 

（D）：昼間 6０ｄＢ以下、夜間 ５５ｄＢ以下 

要請限度（A・B・C）：昼間 7５ｄＢ以下、夜間 ７０ｄＢ以下 

（D）：昼間 7０ｄＢ以下、夜間 6５ｄＢ以下 

 

【振動調査】 

A 朝霞第五小学校付近：昼５３ｄＢ、夜４５ｄＢ 

B 花ノ木橋付近：昼３１ｄＢ、夜２７ｄＢ 

C 県営朝霞幸町団地前付近：昼４７ｄＢ、夜４２ｄＢ 

D 三原２丁目交差点付近：昼４５ｄＢ、夜３７ｄＢ 

 

（参考） 

 評価方法：時間率振動レベル 
 昼  間：８時～１９時 

 夜  間：１９時～８時 

環境基準：なし 

 要請限度：（A・B・C・D）：昼間 ６５dＢ以下、夜間 ６０dＢ以下 
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３ 鉄道の騒音・振動の監視 

市では、平成 4 年度から、ＪＲ武蔵野線沿線 13 市で構成する「武蔵野線公害対策連絡協

議会」に加入し、宮戸地内の平坦地（第一種住居地域）の近接側軌道中心から 12.5ｍの地

点で騒音・振動測定を実施しています。測定結果及び隣接住民等に対する騒音・振動対策に

ついては、協議会を通じ日本貨物鉄道㈱及び東日本旅客鉄道㈱に改善要望書の提出を行いま

した。武蔵野線については、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針につ

いて」の対象ではないが、周辺住民への騒音・振動を軽減するために、新型車輛の導入、車

輌の改良、ロングレール化、日常の枕木等のメンテナンスなどの対応を引き続き継続してい

く考えである、との回答でした。 

 

【武蔵野線騒音測定結果】     単位：デシベル（ｄＢ） 

  

区分 

年度         

  

12.5ｍ地点 

測定日 

客  車 貨  車 等価騒音レベル 

上 り 下 り 上 り 下 り 昼間 
夜間 

（推定値） 

令和 4 年度 6 月 1８日 84.7 82.4 84.7 83.8 60.2 58.6 

令和３年度 ５月８日 83.5 82.5 84.6 85.7 60.5 57.6 

令和２年度 ７月１１日 85.0 82.9 83.0 85.3 60.1 58.7 

※測定方法：「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」（昭和 50 年 7 月 29 日環境庁告示第

46 号）及び「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について」（平成 7 年

12 月 20 日環大一第 174 号）に準拠しています。 

※指針値：「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について」の等価騒音レベ

ルで昼間は 60ｄＢ以下、夜間は 55ｄＢ以下とすることとしています。 

 

【武蔵野線振動測定結果】     単位：デシベル（ｄＢ） 

区分  

年度 

12.5ｍ地点 

測定日 
客  車 貨  車 

上 り 下 り 上 り 下 り 

令和 4 年度 6 月 18 日 55.2 51.6 58.1 56.1 

令和 3 年度 5 月 8 日 59.6 53.6 59.9 58.0 

令和２年度 ７月１１日 57.0 53.2 58.7 58.4 

※測定方法：「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（勧告）」（昭和 51 年 3 月

12 日環大特 32 号）に準拠しています。 

※指針値：「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)」の新幹線鉄道振動の補

正加速度レベルが、70ｄＢを超える地域について振動防止対策等を講ずることとしています。 

 

４ 家庭用機器や音響機器などの近隣騒音 

家庭用機器や音響機器などの近隣騒音などの生活騒音については、法的規制がありません

が、近年、生活騒音の問題が深刻化しています。市では、ホームページにて、家庭用機器や

音響機器を含む生活騒音について注意喚起を行っています。また、ホームページで市民や事

業者向けに騒音に配慮した家庭用燃料電池（エネファーム）の設置について周知を行ってい

ます。 
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② 工場・事業場の騒音・振動の防止・指導 

「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づく特定建設作業の実施の届出の際に、その事業主

等に対して、作業中は規制基準を遵守し、周辺の生活環境の保全に努めるよう指導しています。

また、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「埼玉県生活環境保全条例」に基づく特定施設、指定

騒音施設及び指定振動施設を設置等する場合に、騒音の防止に関して措置を講じるよう指導し

ています。なお、苦情に関しては現地確認のうえ、状況に応じ測定を実施し、事業主等に対し

て改善指導を行っています。 

 

【騒音規制法・振動規制法による特定施設の設置状況（令和 5 年３月３１日現在）】 

騒音規制法による特定施設の設置状況 振動規制法による特定施設の設置状況 

区分 特定工場数 特定施設数 区分 特定工場数 特定施設数 

金

属

加

工

機

械 

圧延機械 

８８ ３６２ 

金
属
加
工
機
械 

液圧プレス 

８４ ５４３ 

製管機械 機械プレス 

ベンディングマシン せん断機 

液圧プレス 鍛造機 

機械プレス ワイヤーフォーミングマシン 

せん断機 ― 

鍛造機 圧縮機 ４９ ４２５ 

ワイヤーフォーミングマシン 

土石用 

鉱物用 

破砕機 

７ １９ 
ブラスト 摩砕機 

タンブラー ふるい 

切断機 分級機 

空気圧

縮機等 

空気圧縮機 
８４ １，００３ 

織機 ０ １ 

送風機 コンク 

リート 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸﾏｼﾝ 
１ ２ 

土石用 

鉱物用 

破砕機 

４ １６ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ管・柱製造機械 

摩砕機 木材 

加工 

ドラムバーカー 
２ ４ 

ふるい チッパー 

分級機 印刷機械 ３０ １２８ 

織機 ０ ０ ｺﾞﾑ練用・合成樹脂ロール機 ０ ０ 

プラ 

ント 

コンクリートプラント 
９ １３ 

合成樹脂用射出成形機 ２２ ２１１ 

アスファルトプラント 鋳型造型機 １ ５ 

穀物用製粉機 ０ ０ 

 

 

  

  

    

  

木材加

工機械 

ドラムバーカー 

６ ２３ 

チッパー 

砕木機 

帯のこ盤 

丸のこ盤 

かんな盤 

抄紙機 １ １ 

印刷機械 ４５  １６６ 

合成樹脂用射出成形機 ２５  １３７ 

鋳型造型機 １    ５ 

計 ２６３ １，７２６ 計 １９６ １，３３８ 

 

 

 

 

 

 

騒音計の貸出しを行っています！ 

 市では、市内に居住、通勤または通学している方に対し、 

騒音計の貸出しを無料で行っています。 

問合せ／環境推進課 環境対策係  

048‐463‐1512 
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【埼玉県生活環境保全条例による 

指定騒音施設・指定騒音作業・指定振動施設の設置状況】  （令和５年３月３１日現在） 

施  設  の  種  類 指定工場等の総数 指定施設の総数 

指定騒音施設 

木材加工機械 １５ ６３ 

合成樹脂用粉砕機  １  ２ 

ペレタイザー  ０  ０ 

コルゲートマシン  ０  ０ 

シェイクアウトマシン  ０  ０ 

ダイカスト機  １  ５ 

冷却塔 １4 ７２ 

計 ３1 １４２ 

指定騒音作業 

金属板のつち打加工  ５  

ハンドグラインダー使用 １6 

電気のこぎり・電気かんな使用  ３ 

計 ２４ 

指定振動施設 

シェイクアウトマシン  ０  ０ 

オシレイティングコンベア  ０  ０ 

計  ０  ０ 

 

【騒音規制法・振動規制法による特定建設作業の届出状況】          （令和４年度） 

 

 

【騒音規制法・振動規制法による特定施設の届出状況】            （令和４年度） 

区 分 

種 類 
騒 音 振 動 

設 置 届 出 ３ ２ 

使 用 届 出 ０ ０ 

数 変 更 届 出 ５ ３ 

防止の方法変更届出 １ １ 

氏名等の変更届出 ６ ３ 

使 用 全 廃 届 出 ２ ２ 

承 継 届 出 ０ ０ 

計 １７ １１ 

 

 

 

 

区 分 

種 類 
騒 音 

区 分 

種 類 
振 動 

くい打機 ２ くい打機 ２ 

びょう打機 ０ 鋼球 ０ 

さく岩機 ３２ 舗装版破砕機 ０ 

空気圧縮機 ２ ブレーカー １９ 

プラント ０   

バックホウ ５ 

トラクターショベル 0 

ブルドーザー ０ 

計 ４１ 計 ２１ 
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2 日照阻害、電波障害の防止 

① 日照阻害、電波障害の防止 

１ 日照阻害の防止 

  ２ 電波障害の防止 

電波障害の対策については従来から法律上の規定はなく、明文化された救済規定もあり

ません。 

市では、「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」において、テレビジョン電

波受信障害対策として、「朝霞市建築物等によるテレビ電波障害に関する指導方針」を定め、

新たに電波障害を生ずるおそれがある建築物等を建築しようとする者に対して、予測や防

止対策について協議するよう指導して電波障害の防止に努めています。 

デジタル放送は、建築物等を原因とする電波障害は発生しにくいといわれていますが、

全く発生しないというわけではありません。 

今後もこれまでと同様、指導方針に則り電波障害の防止に努めていきます。 

 

 【テレビ電波障害防止に関する誓約書届出件数】       （令和４年度） 

地 区 名 本 町 幸 町 栄 町 仲 町 溝 沼 三 原 北 原 

件    数 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

地 区 名 西 原 西弁財 東弁財 浜 崎 膝折町 根岸台 岡 

件  数 ０ １ ３ ０ ２ ０ ０ 

地 区 名 泉 水 宮 戸 朝志ヶ丘 大字他 
合 計 １０ 件 

件  数 ０ １ ０ ２ 

 

 

３ 環境美化の推進 

① 散乱ごみ・不法投棄対策 

１ 散乱ごみ対策 

散乱ごみの問題は、個人のモラルの問題ともいえますが、市民・事業者・行政全体が自

分たちの問題としてとらえ、お互いに協力し、責任を果たすことが解決への第一歩となり 

ます。 

    市では、平成 12 年 10 月 1 日に「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例」を施行し、環

境美化推進員によるパトロールを実施するほか、環境美化推進地区内の飲食料自動販売業

者に対して回収容器設置及び適正管理を義務づけるなど、問題解決への仕組みづくりに努

めています。 
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【主な環境美化活動（令和４年度）】 

イベント名 日  時 実施場所 内  容 

環境美化 

パトロール 
随  時 市内全域 

環境美化推進員がごみの散乱状況の

報告や清掃活動を行った。その後、

報告に基づき市職員が回収作業等を

行った。 

路上喫煙・ポイ捨て 

防止キャンペーン 

コロナウイルス感染

拡大防止のため中止 
朝霞駅周辺 ポイ捨て防止啓発物資配布と路上喫

煙地区の清掃活動を実施予定であっ

たが、コロナウイルス感染拡大防止

のため中止した。 
コロナウイルス感染

拡大防止のため中止 

北朝霞・朝霞台駅

周辺 

 

環境美化活動を推進しています 

ポイ捨てを許さない環境づくりのため、環境美化推進員が活動しています。 

対象／市内に在住している方 

活動内容／ 

・ごみの散乱状況について市に報告 

・ポイ捨て防止キャンペーン・清掃活動への積極的な参加 

  

 

 

 

 

 

 

２ 不法投棄対策 

 ○有害廃棄物不法投棄及び市内不法投棄物の防止 

市では、有害廃棄物不法投棄の未然防止と、不法に投棄された廃棄物の早期発見・回収の

一環として、職員による巡回パトロール及び委託による夜間の監視パトロールの実施、近隣

自治体等の関係機関と広域的な不法投棄対策に努めています。 

また、不法投棄が多い場所への不法投棄禁止看板の設置や、「広報あさか」等で不法投棄防

止の啓発活動を進めています。 

令和４年度の不法投棄物の通報は 3６８件でした。なお、回収した不法投棄物は、クリー

ンセンターで処分、またはクリーンセンターで処分できないものについては、業者委託等に

より処分しています。 

【主な不法投棄物の処分件数】 

年度 自転車 バイク タイヤ エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機 

令和４年度 143 0 35 1 19 15 10 

令和３年度 110 0 40 3 36 5 4 

令和２年度 160 4 25 0 28 14 6 

 

 

【環境美化推進員数】 

年 度 人数 

令和４年度 ９人 

令和３年度 １０人 

令和２年度 １０人 
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○不法投棄監視パトロール 

不法投棄は発見が遅れることによって、そこに新たな投棄物が積み重ねられ、粗大ごみの

集積場のようになってしまうことがあります。 

そのため、不法投棄が多い場所を中心に、投棄されやすい夜間から早朝にかけて委託によ

る不法投棄監視パトロールを実施しています。 

令和４年度は 24 回の不法投棄夜間監視パトロールを行いました。パトロールで発見され

た公道上の投棄物等は、後日、職員が現地確認のうえ回収しています。 

 ○きれいなまちづくり運動 

市では、快適な環境づくりを推進するため、町内会・自治会の協力を得て、春と秋の年２

回、きれいなまちづくり運動を実施しています。この運動は、それぞれの地域で道路や河川

敷に捨てられているごみを拾う環境美化活動であるとともに、自分たちのまちの環境美化に

対する意識の向上に関する啓発を図っています。 

【きれいなまちづくり運動実施状況】 

年度 実施日 

ごみ収集量（単位：トン） 

参加団体数 

可燃ごみ 不燃ごみ 汚泥 合計 

令和４年度 

 

春（5 月 29 日） 12.68 4.15 7.60 24.43 86 団体 

秋（10 月 30 日） 11.60 4.04 4.13 19.77 79 団体 

合計 24.28 8.19 11.73 44.20  

令和３年度 

※１ 

春（５月３０日） 12.53 4.13 4.88 21.54 8５団体 

中止 1.85 0.52 0.08 2.45 10 団体 

合計 14.38 4.65 4.96 23.99  

令和２年度 

※２ 

中止 ― ― ― ― ― 

秋（1１月 2９日） 11.22 4.88 6.37 22.47 8８団体 

合計 11.22 4.88 6.37 22.47  

※１ 令和３年度秋のきれいなまちづくり運動はコロナウイルス感染拡大防止のため中止となっ

たが、町内会主催で希望された町内会についてごみの回収を実施した。 

※２ 令和２年度春のきれいなまちづくり運動はコロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

        秋のきれいなまちづくり運動はオリンピックの影響により 11 月に移行。 
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② 路上喫煙の防止 

市では「朝霞市路上喫煙の防止に関する条例」により、市内での道路、公園、その他の公

共の場所では喫煙をしないよう努力義務が規定されています。さらに、駅周辺においては「路

上喫煙禁止」とし、定期的なパトロールを実施し、喫煙者に対する指導等を行い、悪質な違

反者に対しては過料を徴収する場合があります。 

 

みんなの迷惑です！路上喫煙 

路上喫煙により、他者へのやけどの危険、副流煙による健康被害、ポイ捨てなど、周りの方

の迷惑となるような行為は絶対にやめましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全で快適なまちづくりのために、皆さんのご協力をお願いします！ 

 

【監視員によるパトロール実績（令和４年度）】 

地区       対応件数 指導 応対 拒否 

朝霞駅付近 341 230 111 

朝霞台・北朝霞駅付近 1,645 1,149 496 

合計 1,986 1,379 607 

年間パトロール日数 ９６日 

このマークのあるところは、

路上喫煙禁止です！！ 
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③ ペットマナーの向上 

 〇犬を飼ったら・・届出義務とマナー 

狂犬病予防法により、飼い犬は飼い主のいる自治体で登録し、年１回狂犬病の予防注射を受

けて、自治体で発行した犬鑑札と注射済票を着用することが義務づけられています。 

狂犬病は、人間を含めたすべての哺乳類に感染し、発病すれば治療法はなく、ほぼ１００％

死亡するという恐ろしい病気です。日本は、昭和３２年以降狂犬病の発生はありませんが、こ

れは法律ですべての飼い犬に狂犬病予防注射が義務づけられた成果です。 

 

 

 

 

 

※犬鑑札見本         ※注射済票見本 

 

 

【畜犬登録・注射済票交付数】 

年度 新規登録数 
合計登録数 

（Ａ） 

注射済票交付数 

（Ｂ） 

注射接種率 

（Ｂ／Ａ×１００） 

令和４年度 531 4,685 3,021 64.4％ 

令和３年度 390 4,273 2,768 64.8％ 

令和２年度 425 4,312 2,613 60.6％ 

 

犬の飼い主のマナー 

犬の飼い主のマナー低下について、保健所や市にたくさんの相談が寄せられております。 

住みよいまちづくりのため、また、ご近所との不要なトラブルを避けるためにも、飼い主の方

は次のことなどに気をつけましょう。 

・散歩時の犬のおしっこは他人の迷惑にならないように 

し、ふんは必ず持ち帰る。 

・犬を制御できる方が散歩をさせ、リードは短めに持つ。 

・毛の飛散や鳴き声など、近隣の方に迷惑にならないよ 

うにする。なお、市ではお困りの方に啓発看板を用意 

しています。 

 

なお、犬の飼い主のマナーについての相談は、朝霞保健所にご連絡ください。 

問合せ／埼玉県朝霞保健所（生活衛生・薬事担当） 

０４８－４６１－０４６８ 
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犬のフン害防止！イエローチョーク作戦 

イエローチョーク作戦とは 

京都府宇治市で始まった取り組みです。放置されたフンの周りを黄色のチョークで囲

むことで、迷惑していることを飼い主に知らせ、飼い主のマナーや モラルの向上を啓発

します。既に実施している他自治体ではフンの放置が減少したという効果が出ていま

す。 

飼い主の方は、イエローチョークでマークされることのないよう、正しくフンを持ち帰

りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イエローチョーク作戦の方法 

 

フンを丸で囲む。 

発見した日時を書く。 

フンを片付けず日時を変えて 

現場を確認する。 

フンが残っている場合▶「確認日時」を書き足す。 

フンが残っていない場合▶「なし」と書く。 

※フンがない時も予防のために 

「パトロール中」と書くと効果的です！ 

◆注意事項◆ 

・許可なく私有地や他人の管理地に入り、書かないでください。 

・道路上に書く場合は、交通事故には十分に気をつけてください。 

黄色いチョークは、初回のみ環境推進課で 

配布しています！ 
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〇猫は室内で飼いましょう！ 

市には「敷地にふん・尿をされて困っている」「鳴き声がうるさい」・・といった猫に関 

する相談が寄せられています。 

近隣の迷惑とならないよう、猫は室内で飼いましょう。環境を整えることで、猫は室内 

飼育でも十分幸せに暮らすことができます。 

猫が好きな人もいれば、もちろん苦手な人もいます。誰もが気持ちの良く過ごせる地域 

になるようお気遣いをお願いします。 

 

猫に関する相談は、埼玉県動物指導センターにご連絡ください。 

問合せ／埼玉県動物指導センター南支所 

     ０４８－８５５－０４８４ 
 

     知っていますか？「ＴＮＲ活動」「さくらねこ」 

朝霞市では、ボランティア活動団体など市民の皆様のご協力をいただきながら、飼い 

主のいない猫の不妊・去勢手術（ＴＮＲ活動）を推進することにより、野良猫の増加を 

抑制し、地域の環境改善を目指しております。 

 「さくらねこ」とは、耳先をＶ字カットした耳の形がさくらの花びらに似ていること 
に由来し、不妊・去勢手術済みの猫のことをいいます。 
エサやりを禁止しても、野良猫の繁殖を止めることはできません。この活動により、 

一代限りの命を地域で見守っていただきますよう、皆様のご理解ご協力をよろしくお願 
いいたします。 

 

 

 

 

                                                     

不妊・去勢手術をすると、猫による被害を防止及び抑制し、 

地域の環境が改善されます 
例えば、次のような被害を防止及び抑制できます。 

※ 自然繁殖を制限し、野良猫の増加を抑制 

※ スプレー行動（マーキングのため、臭いの強い尿を撒く行動） 

の抑制 

※ 発情期の鳴き声の軽減 

 

 

 

 

耳先のＶ字カット（通称サクラ耳）が 

不妊・去勢手術済みの目印！ 
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※朝霞市動物愛護パネル展開催に併せ、展示内容を Twitter し、各団体の取組や飼育マナー 

などを広く周知しました。                 

 

               

 

 

 

 

       

 

〇動物愛護パネル展  

市では、人間と動物が共生できるような豊かな社会づくりを目指し、不幸なペットを増やさ

ないために、広報による啓発や看板によるペット飼育者へのモラルの向上を図っています。 

また毎年、動物愛護週間等にあわせて「動物愛護パネル展」を実施しており、令和４年度は

９月２１日から２５日に、市内動物愛護団体にもご協力いただき、動物の愛護と適正な飼養や、

災害時のペット対策、TNR 活動についてパネル展示と啓発冊子等の配布を行いました。 

〇協力市内動物愛護団体 

   「NPO 法人にゃいるどはーと」「そらとゆめ」「動物との共生社会を目指す会Ｖｅｓｔ．」 

「もめんいと」 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

動物愛護週間（環境省） 9/20～26 

愛護動物の遺棄等虐待防止旬間（埼玉県） 9/21～30 

動物愛護パネル展（朝霞市） 9/21～26 

【朝霞市動物愛護パネル展】 

 開催日：令和 4 年９月 21 日（水）～２5 日（日） 

 場 所：中央公民館・コミュニティセンター １階展示ギャラリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    △動物愛護パネル展の様子        △ペット用防災備蓄品の一例 
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④ 放置自転車対策 

１ 放置自転車等の対策 

２ 自転車駐車場整備 

⑤ あき地・空き家の環境保全 

 あき地に雑草等が繁茂し放置されると、火災や犯罪の発生原因となってしまうことはもちろ

んのこと、清潔な生活環境も保持することができません。 

 市では、昭和 44 年 12 月 25 日に「朝霞市あき地の環境保全に関する条例」を制定し、管

理不良な状態にあるあき地の所有者、管理者に対して、あき地が不良状態にならないよう指導

しています。 

 雑草の処理については、所有者自身が行うことが原則のため、市ではあき地に繁茂する雑草

を除去する際の、肩掛式刈払機を無料で貸出しています。なお、人手不足や遠距離にお住まい

の場合など、処理できない場合もあるので、委託料を納入された所有者に対しては、市で業者

委託を行い、雑草の除去を行っています。 

 あき地と同様に、空き家等についても適切な管理が行われていない場合、防災や衛生、景観

等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがありますので、「朝霞市空き家等の適正

管理に関する条例」に基づき、空き家等の所有者、管理者に対して、適正な管理をするよう助

言しています。 

 

【あき地に係る対象箇所数・対応済件数】 

年度 対象箇所数 
対応済延べ件数 

（うち市委託件数） 

令和４年度 ２０ ２０（０） 

令和３年度 １７ ２８（０） 

令和２年度 ３２ ３８（０） 

 

 

刈払機の貸出し 

市では、あき地に繁茂する雑草を除去するため、肩掛式 

刈払機を無料で貸出ししています。なお、台数に限りが 

あるので、事前に電話等でご連絡ください。 

 

【刈払機貸出し件数】 

 

 

問合せ／環境推進課 環境推進係 

      048-463-1504 

 

 

 

年度 件数 

令和４年度 ３６ 

令和３年度 ５２ 

令和２年度 ５５ 
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⑥ 鳥獣・害虫被害の防止 

鳥獣等は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法）」や「特定外

来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」等により、むやみに捕獲や

駆除することができないものや、駆除が可能となっているものなどが定められています。このた

め、市民から寄せられた相談については、現地の状況や相談内容によって多様な対応が求められ

ています。 

また、公共施設や市の管理する樹木に発生する害虫に対しては、環境への影響を考慮し、枝の

剪定や必要最小限の弱毒性殺虫剤の散布等の方法により駆除をすることとしています。 

 

【鳥獣・害虫相談件数】 

年度 ｶﾗｽ ﾊﾄ ﾑｸﾄﾞﾘ ﾍﾋﾞ ﾊｸﾋﾞｼﾝ ｱﾗｲｸﾞﾏ 犬 猫 その他 合計 

令和４年度 7 22 5 3 14 46 13 47 77 234 

令和３年度 10 13 7 2 6 25 14 55 60 192 

令和２年度 8 15 7 2 14 35 11 71 54 217 

※ その他は、蚊、ユスリカ、毛虫、クモ、カメ、ツバメ等 

 

〇スズメバチの巣の駆除 

   市では、平成３０年度から、人に危害を及ぼす恐れのあるスズメバチ 

の巣の駆除を始めました。 

年度 駆除件数（件） 

令和 4 年度 ２８ 

令和 3 年度 ３８ 

令和 2 年度 ５４ 

 

【ハチの巣の相談・駆除件数】 

年度 スズメバチ アシナガバチ 
ツチバチ 

ミツバチ 
その他 

（不明） 
総計 

令和 4 年度 ７３ １０8 １２ ３７ 230 

令和 3 年度 ８９ ５３ ５ ２３ 17０ 

令和２年度 ９３ ６９ ９ ２６ 197 

※ 民地のスズメバチ以外のハチの巣の駆除については専門の業者「埼玉県ペストコントロール

協会」（下記参照）を紹介することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巣を作るスズメバチ⇒ 

（マーブル模様が特徴） 



- 34 - 

ハチにご注意ください！ 

 春先から夏にかけて、ハチの行動が活発になり、秋口には攻撃性が高まります。 

巣を発見した場合は、近づきすぎたり、振動を与えたりして、巣にいる蜂を刺激しないように

しましょう。また、スズメバチと遭遇したら、白いタオルなどで頭を覆い、落ち着いてその場か

ら離れましょう。（※スズメバチは、人間やクマなど天敵の弱点である頭部など、黒色の部分を

狙う習性があります。） 

万が一刺されてしまった場合には、すぐに患部を水で洗い流した後、保冷材等で冷やしてくだ

さい。強いアレルギー反応を起こすことがあるので、早めに医師の診察を受けましょう。 

≪ハチの巣の出来やすい場所≫ 

 

 

 

≪ハチの巣の防止策！≫ 

巣の出来やすい場所に、あらかじめ

殺虫剤などを吹きかけておくと効

果があると言われています。（殺虫

剤等をかけて問題ない場所か確か

めてから行ってください。） 

 

≪ハチの相談窓口≫ 

（公社）日本ペストコントロール協会の構成団体「埼玉県ペストコントロール協会」（電

話：０４８－８５４－２８９０）で害虫駆除についての無料相談を実施しています。

また、企業やマンション・アパート、駐車場の敷地内などについては、管理会社等に

対応をご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 

カラスの被害を防ぐために 

 毎年、春から夏にかけて、「カラスに襲われる」などの相談が多くよせられます。この時

期は、カラスは繁殖期を迎え、巣やひなに近づいた人間に威嚇をすることがありますので、

気をつけましょう。 

 

《カラスを寄せつけない、巣を作りにくくする対策》 

①ごみの出し方に注意する。 

・収集日当日の決められた時間内にごみを出す。 

・生ごみをごみ袋の奥に入れ、きちんと閉じ、外から見えないように工夫をする。 

・クリーンネット（資源リサイクル課で貸出）で、ごみがはみ出さないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②食料を与えない 

・庭やベランダに置くペットの餌を取られないように 

注意する。（すきを狙って、カラスが横取りします！） 

③巣材を与えない 

・針金ハンガーは出しっぱなしにしない。（鉄塔や電柱 

に巣が出来ると、停電などの原因になります。） 

④巣を作る場所をなくす 

 ・庭木の二股、三股になっている枝木をせん定する。 

 

《巣を発見した時の対策》 

・カラスが警戒する行動を見せたら、巣やひなから離れましょう。 

・やむを得ず通る場合は帽子や傘で頭を守りましょう。 

・卵を産む前に取り払う。樹木に作られている場合は枝ごと落とす。 

 

 

・ なお、カラスに限らず、卵やひなのいる巣は、鳥獣保護法により、      

むやみに壊すことは禁止されています！！！ 
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駅周辺のムクドリ対策について 

 近年、７月～８月頃をピークに繁殖期を終えたムクドリが、朝霞台駅・北朝霞駅や朝霞駅周辺

に数千羽と集まり、糞害や鳴き声などの被害で悩まされており、樹木の剪定や忌避音（ムクドリ

が天敵に追われている時の鳴き声）などによる追い払いで対応しておりました。 

令和２年度からは新たなムクドリ対策として、鷹匠による追い払いを実施し、駅周辺の環境改善

に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    △北朝霞駅周辺に集まるムクドリ 

 

 実施回数（実施日） 

令和４年度 ２回（７月 11 日、11 月 9 日） 

令和３年度 ２回（７月１９・２０日） 

令和２年度 ３回（７月２７・２８日、１１月２４日） 
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環境目標３ 脱炭素・循環型社会の推進 

限りある資源を大切にし、環境に負担をかけないまち 

３-1 クリーンなエネルギーをつくる 

1 再生可能エネルギーの普及促進 

【創エネ・省エネ設備設置費補助】 

市では、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの

排出の抑制と雨水の有効活用および河川への流出抑制を図るため、省エネ・省エネ設備（太陽

光発電システム・家庭用燃料電池・定置用リチウムイオン蓄電池・雨水貯留槽）の設置費用の

一部を補助しています。 

① 住宅用太陽光発電等設置の推進 

市では、平成１３年度から「住宅用太陽光発電システム」の設置に対し設置費の一部を補助

し、環境への負荷の少ないクリーンエネルギー導入の促進を図っています。 

令和４年度では、住宅用太陽光パネル設置補助延べ件数は１,０１５件です。 

【住宅用太陽光発電システム設置費補助実績】 

年度 補助額 
補助金 

交付件数 

補助金 

交付総額 
最大出力合計値 

令和４年度 

出力１ｋＷ当り 3.5 万円 

※限度額：戸建 10 万円 

組合 50 万円 

２５件 2,354,000円 113.95ｋＷ 

令和３年度 

出力１ｋＷ当り 3.5 万円 

※限度額：戸建 10 万円 

組合 50 万円 

１４件 1,326,000円 52.46ｋＷ 

令和２年度 

出力１ｋＷ当り 3.5 万円 

※限度額：戸建 10 万円 

組合 50 万円 

２０件 1,929,000円 87.15ｋＷ 

【発電量推計値によるＣＯ２削減量】 

年度 
最大出力合計値 

（ｋＷ） 

年間発電量推計値 

（ｋＷｈ） 

１年間のＣＯ２削減量 

（ｔ－ＣＯ２） 

令和 4年度 113.95 136,740 75.34 

令和３年度 52.46 62,952 34.69 

令和２年度 87.15 104,580 57.62 

平成１３～ 

令和 4年度 

までの累計 

3,906.33 4,687,596 2,581.87 

※樹齢５０年の杉の木１本で、年間約１４ｋｇ-CO2の二酸化炭素を吸収しています。 

 

 

 

地球環境 
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○ 家庭用燃料電池（エネファーム）設置の推進 

市では、平成３０年度から「家庭用燃料電池（エネファーム）」の設置に対し設置費の一部

を補助し、温室効果ガスの排出の抑制等を図っています。 

【家庭用燃料電池（エネファーム）設置費補助実績】 

年度 補助額 
補助金 

交付件数 

補助金 

交付総額 
最大出力合計値 

令和 4年度 一律５万円 ０件 0円 ０kW 

令和 3年度 一律５万円 ０件 0円 ０kW 

令和 2年度 一律 5万円 ０件 0円 ０kW 

 

○ 定置用リチウムイオン蓄電池設置の推進 

市では、平成３０年度から「定置用リチウムイオン蓄電池」の設置に対し設置費の一部を補

助し、温室効果ガスの排出の抑制等を図っています。 

【定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助実績】 

年度 補助額 
補助金 

交付件数 

補助金 

交付総額 
最大容量合計値 

令和 4年度 一律 10万円 26件 2,526,000円 218.1kWh 

令和 3年度 一律 10万円 ３２件 3,200,000円 244.4kWh 

令和２年度 一律 10万円 ２８件 2,８00,000円 187.6kWh 

 

２ 公共施設への再生可能エネルギーの導入促進 

 ① 公共施設の太陽光発電等の導入 
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３-２ 省エネルギー・省資源をすすめる 

1 環境に配慮した行動の推進 

① エコライフ・省エネルギーの普及・促進 

１ 省エネ・省資源行動の普及促進 

市では、脱炭素社会の実現に向け、国が取り組んでいる「COOL CHOICE」や、埼玉県の

「エコライフ DAY・WEEK」の実施等を、広報あさかや SNS による周知啓発で、市民、事

業者の省エネ・省資源につながる環境配慮行動を促進します。 

 

           ＣＯ2などの温室効果ガスの排出量削減のために、脱炭素社会づくり 

に貢献する「製品への買い替え」、「サービスの利用」、「ライフスタイ 

ルの選択」など地球温暖化対策につながる「賢い選択」をしていこう 

という「COOL CHOICE」の周知啓発を推進していきます。 

 

     

（資料：環境省ホームページ） 

 

 

 

また、職員一人ひとりが環境に配慮した暮らし方に取り組むエコライフＤＡＹを夏、冬に各

1日定め、ＣＯ2削減量効果を確認するエコライフチェックを実施しました。また、令和４年

度からはエコライフ DAY に加え、新たにエコライフDAYで取り組んだ項目をさらに１週間

継続する「エコライフ WEEK」を実施しました。この結果、令和４年度は、夏冬合せて 8.8

ｔ（エコライフDAY 2.1t、エコライフ WEEK 6.7t）のＣＯ2を削減することができました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 エコライフDAY・WEEKチェックシート回収率 

令和４年度 94.1% 

令和３年度 95.2% 

令和２年度 94.4％ 

クールビズ、 

ウォームビズ 

を推進します。 
住宅の省エネ・脱炭素化推

進のため、高断熱・省エネ住

宅への買換えや省エネリフ

ォームの普及を促進します。 

「地球」にやさし

いエコカーの普

及を促進 し ま

す。 

公共交通機関の利

用、自転車の利用

を促進します。エコ

ドライブを推進しま

す。 

「統一省エネルギー

ラベルの星の多い家

電への買換え 」や

「LED 照明への買換

交換」を促進します。 
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３ 地域リサイクル活動の推進 

 ４ 建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅 
    

② 地球温暖化対策実行計画の推進 

 １ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進 

近年の地球温暖化対策としては、その進行を抑制することを目的として、温室効果ガス排出

量を削減するための緩和策に取り組むことが重要であるとともに、世界各国で発生している気

候変動が一因と考えられる異常気象を踏まえ、気候変動による被害の防止・軽減を図ることを

目的とした適応策が求められています。 

日本では、令和２年１０月、地球温暖化対策における新しい長期目標となる「２０５０年カ

ーボンニュートラル」を宣言しました。さらに、令和３年４月に、２０３０年度において、温

室効果ガス４６％削減（平成２５年度比）を目指すこと、さらに５０％の高みに向けて挑戦を

続けることを表明しました。 

本市においても市域全体の温室効果ガス排出量を削減するため、第３次朝霞市環境基本計画

に内包する「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定しました。 

 

【地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の計画期間及び削減目標】 

計画期間 削減目標 

令和４年度～令和１２年度 

（９年間） 

温室効果ガスの総排出量を、平成２５年度を基準として 

４６％削減 

 

 

2 第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の推進 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成１１年４月施行）に基づき、市における温室

効果ガスの排出の抑制と安定化に向けた実効性のある具体的な取り組みを着実に実施してい

くため、「朝霞市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。この計画では、市庁舎をはじめ

とする公共施設において、市の職員が直接実施する事務及び事業のすべてを対象に期間を定め

て温室効果ガスの排出量削減目標を定めています。第 1 次計画では、基準年度（平成１２年

度排出量）比で１.０％の増加、第 2 次計画では、基準年度（平成１９年度排出量）比で１.０

９％の増加となりました。第３次計画では、平成２５年度を基準として、平成２７年度から令

和３年度までの７年間で、温室効果ガス総排出量を計７％（年平均１％）削減することを目標

としていました。 

第４次計画では、平成２５年度を基準として、令和４年度から令和１２年度までの９年間で、

温室効果ガス総排出量を計３８％以上削減することを目標としています。なお、第４次計画か

らは、廃棄物の焼却処理等に伴って発生する非エネルギー起源のＣＯ2も対象となっています。 

 

【第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の計画期間及び削減目標】 

計画期間 削減目標 

令和４年度～令和１２年度 

（９年間） 

温室効果ガスの総排出量を、平成２５年度を基準として 

３８％以上削減 
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【第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の削減目標値】 

項 目 
平成２５年度 

排出量の実績値 

【基準年度】t-CO2 

令和１２年度 

排出量の目標値 

【目標年度】t-CO2 

令和１２年度 

削減目標値 t-CO2 

温室効果ガス 

【ＣＯ2、CH4、N2O、HFC】 

16,879 8,271 8,608 

(51%) 

温室効果ガス 

【非エネルギー起源ＣＯ2】 

9,615 8,173 1,442 

(15%) 

合計 
26,494 16,444 10,050 

(38%) 

 

【第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の実績値】 

年度 

エネルギー起源 非エネルギー起源 計 

排出量

t-CO2 
削減率（％） 

排出量 

t-CO2 
削減率（％） 

排出量

t-CO2 
削減率（％） 

令和４年度 16,156 4.3 12,714 △32.2 28,870 △9.0 

平成２５年度 

【基準年度】 
16,879 ― 9,615 ― 26,494 ― 

 

  ３ 温室効果ガスの排出抑制への取り組み 

市では、計画に基づき、温室効果ガスの排出量削減目標を達成するため、各種取り組みを主

体的かつ積極的に推進し、庁内推進組織の設置や職員に対する研修の実施、地球温暖化に関す

る情報提供、温室効果ガスの排出量削減目標に対する進捗状況の点検と「広報あさか」及び市

ホームページで公表を行っています。 

 

４ 「埼玉県地球温暖化対策推進条例」への対応 

  「埼玉県地球温暖化対策推進条例」は、県民、事業者、環境保全団体、行政など各主体が連

携しつつ取り組むべき具体的な対策を定め、地域総ぐるみで地球温暖化対策を推進するために

平成 21年に施行され、事業者単位で合算してエネルギー使用量が原油換算で 1,500キロリ

ットル以上の事業者に対して、報告の作成を義務付け、事業所ごとに削減目標を定めています。 

  朝霞市では、市、教育委員会、クリーンセンターの 3つに分けて報告を行っています。 

 

５ 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）等への対応 

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」は、エネルギー使用の合理化をより一層推進

するために、平成２０年に改正、平成２２年 4 月より施行され、年間のエネルギー使用量が

原油換算で 1,500 キロリットル以上の特定事業者に対して、エネルギー使用量（エネルギー

排出を直接抑制するためのおもな取り組み 排出の抑制に配慮したおもな取り組み 
 
・電気使用量の削減 
  冷暖房の適切な使用、不必要な照明の消灯、 

  その他の節電 

・燃料使用量の削減 

  公用車の使用の抑制及び適正な運転や管理、 

公用車の買い換え時の低公害車等の導入 

・環境に配慮した物品の購入・紙類の使用量の抑制 

・リサイクルの推進・廃棄物の削減 

・水道水の節約 

・環境に配慮した建設工事の推進 

  環境配慮型施工方法の採用、建設副産物の抑制対策、

再生可能エネルギー及び省エネシステムの推進 
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原単位）の報告及び年間１％以上の削減を求めています。 

市、教育委員会が特定事業者となり 1,500 キロリットルを越えるクリーンセンターがエネ

ルギー管理指定工場等に指定され、国に対し、エネルギー使用量の報告等を行っています。 

 

６ 地球温暖化対策等の促進 

本市では、市民や事業者が地球温暖化防止に向けた取り組みや活動を行っていただくための

啓発や支援等を行っています。 

・創エネ・省エネ設備設置費補助事業 

・地域リサイクル活動推進補助事業 

 

 

朝霞市は「COOL
ク ー ル

 CHOICE
チ ョ イ ス

」に賛同しています！ 

 

「COOL
ク ー ル

 CHOICE
チ ョ イ ス

」とは、２０３０年度の温室効果ガスの排出量を２０１３年度比で２６％

削減するという目標達成のために、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行

動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動のことです。 

詳しくは、「COOL CHOICE」のホームページをご覧ください。 

朝霞市は「Fun
フ ァ ン

 to
トゥ

 Share
シ ェ ア

」に参加しています！ 

 

 

 

 

「Fun
フ ァ ン

 to
トゥ

 Share
シ ェ ア

」とは、ＣＯ₂など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化

防止国民運動のことです。 

詳しくは、「Fun to Share」のホームページをご覧ください。 
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２ 水の有効利用 

① 節水の啓発 

 ② 雨水の利用 

雨水の再利用を推進するため、平成 27年度から住居に設置する雨水利用設備に対して、その

費用の一部を補助しています。令和 4年度では延べ 23件の補助をいたしました。 

 

【雨水貯留槽設置費補助実績】 

年度 補助額 
補助金 

交付件数 

補助金 

交付総額 

設置容量 

合計値 

令和４年度 

戸建：購入費用等の 1/2（限度額：2万円） 

組合：1 基あたりの購入費用等の 1/2 に設置

基数を乗じた額（限度額）10 万円 

１件 20,000円 200ℓ 

令和３年度 

戸建：購入費用等の 1/2（限度額：2万円） 

組合：1 基あたりの購入費用等の 1/2 に設置

基数を乗じた額（限度額）10 万円 

２件 36,000 円 300ℓ 

令和２年度 

戸建：購入費用等の 1/2（限度額：2万円） 

組合：1 基あたりの購入費用等の 1/2 に設置

基数を乗じた額（限度額）10 万円 

３件 34,000 円 400ℓ 
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3-3 地球に負荷の少ないまちをつくる 

1 環境に配慮した移動手段の推進 

①歩道、自転車利用環境等の充実 

１ 放置自転車対策の推進 

２ 自転車利用環境の整備、交通安全意識の高揚 

②次世代自動車の普及促進 

 

 

電気自動車（ＥＶ）用急速充電器をご利用ください！ 

 市では、大気環境の改善や地球温暖化対策の一環として、走行時に二酸化炭素を排出しない電気自動

車の普及を推進するため、市役所の駐車場内に電気自動車用の急速充電器を設置しています。 

なお、平成２５年度から設置していた一般駐車場内の急速充電器（1基）は令和 3 年 11月 1 日に

老朽化のため撤去し、新たに令和 4年 2月 1日から市役所公用車駐車場内に急速充電器 1基（２台同

時充電可能）設置しました。 

 

新）電気自動車用急速充電器（充電カード式）令和 4年 2月 1日～ 

利用可能日：毎日（年末年始を除く） 

利 用 時 間：24時間  

利  用  料：充電カードあり…充電カード発行元が設定する料金 

      充電カードなし…１回５５０円（税込み） 

 

旧）電気自動車用急速充電器（硬貨式）～令和 3年 10月 31日 

利用可能日：毎日（年末年始を除く） 

利 用 時 間：午前８時から午後９時まで 

利  用  料：１回５００円 

 

【市設置電気自動車（ＥＶ）用急速充電器利用状況】 

年度 利用可能日数 充電量（ｋＷｈ） 充電回数 うち一般充電回数 

令和 4年度   ３５９   ９，８８２．３ １，０８６ １，０７２ 

令和 3年度 

計 ２６７ 計 １２２９．９ 計 １４８ 計 １４４ 

新  ５９ 新 ９７５．０ 新 １２２ 新 １１９ 

旧 ２０８ 旧 ２５４．９ 旧  ２６ 旧  ２５ 

令和２年度 ３５３ ５１３．５    ６２    ５１ 

     

問合せ／環境推進課 環境対策係  048-463-1512 
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２ コンパクトで利便性の高い生活環境整備 

 ① 広域交通ネットワーク形成 

② 公共交通機関の利用環境の充実 

１ 鉄道利便性向上 

２ 路線バス、市内循環バスの利便性向上 
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3-4 資源を大切に、繰り返し使う 

1廃棄物の排出抑制の推進 

① ３Rの推進 

 ② 生ごみの減量化 

 ③ 食品ロス削減 

④ 廃棄物処理や資源循環の重要性に関する学習機会の充実 

⑤ 事業者に対する適正排出・適正処理の指導 

2 資源化の推進 

① 地域リサイクル活動の推進（再掲 P40） 

② 廃棄物の資源化の促進 

 

家電リサイクル法対象品目の処分方法 

   家電リサイクル法で決められた対象機器の「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯

機・衣類乾燥機」の４品目はメーカー等が回収し再資源化するため、廃棄方法が法律で定められ

ており、粗大ごみとして出すことはできません。また、処分にはメーカーごとに決められたリサ

イクル料金がかかります。処分方法は以下の３つのいずれかになります。 

①家電販売店や買い替え店に引取りを依頼する（リサイクル料金と回収を依頼する場合は収集運

搬料金がかかります）。 

②市の許可業者に依頼する（リサイクル料金と収集運搬料金がかかります）。 

③ご自身で指定引取場所へ持ち込む（リサイクル料金がかかります。お持ち込みされる前に御自

身でリサイクル券を準備してください。 

リサイクル券については、一般社団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターをご参照

ください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 廃棄物の適正処理の推進 

① 適正処理の推進 
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3 - 5 気候の変化に備える 

世界の気候変動の影響評価を行う政府間組織「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」の報告に

よると、厳しい地球温暖化対策を最大限実施した場合でも、世界の平均気温は上昇し、今後、気候変

動の影響リスクが高くなることが予測されています。 

近年、日本では、大型台風の出現頻度や短時間豪雨の増加が生じており、その多くは気候変動の影

響が指摘されています。これらの影響に備えるための「適応策」を進めることが不可欠となっていま

す。 

本市においても、気候変動による影響は、今後も様々な分野で顕在化すると考えられ、真夏日や熱

帯夜の増加による熱中症リスクへの対策、大雨に伴う水害への対策、市街地でのヒートアイランド対

策など、分野横断的に対策を進めています。 

 

1気候変動に関する影響の把握と普及啓発 

① 気候変動に関する影響の把握 

水質や動植物のモニタリング調査などにより、気候変動の影響と考えられる変化を把握します。 

 ② 適応策に関する普及啓発 

地球温暖化は地球全体での平均気温の上昇のみならず、海水の膨張や氷河の融解による海面の

上昇、大雨や台風の頻発など、様々な気候変動を生じさせつつあると考えられており、猛暑や数

十年に一度といわれる大型台風・集中豪雨が発生し深刻な被害をもたらしています。そのため、

地球温暖化の要因である温室効果ガスの排出を削減する対策に加え、すでに生じている気候変動

の影響を回避・軽減するための対策に取り組む必要があります。なお、気候変動の影響は、地域

の特性によって大きく異なるため、地域の実情に応じた施策を計画に基づいて展開することが重

要となっていることから、朝霞市では、第３次朝霞市環境基本計画に内包する「朝霞市気候変動

適応計画」を策定しました。この計画を踏まえ、気候変動の影響や適応の必要性、適応策につい

て、広報やホームページ等により普及啓発を行います。 

【朝霞市気候変動適応計画】 

計画期間 
令和４年度～令和１３年度 

（１０年間） 

 

2 気候変動への適応策の推進 

① 農業分野 

 ② 水環境・水資源分野 

 ③ 自然生態系分野 

   気候変動に伴い様々な外来生物が埼玉県内に定着しています。その中で私たちや日本古来の在

来生物に影響を与える生物がいます。例えば、オーストラリア原産のセアカゴケグモのメスは毒

を持っていて、咬まれると脱力感、筋肉痛、頭痛などの全身症状が現れることがあるので注意が

必要です。また、アジアに広く分布しているクビアカツヤカミキリは桜や桃の木を、中国や朝鮮

半島原産のツヤハダゴマダラカミキリはリンゴやナシの木の樹木内部を食害します。被害が進行

すると樹が壊死し、倒木等が生じる危険性があります。市では、外来生物の定着による在来生物

への影響を把握するため、市民・市民団体からの情報の収集に努めるとともに、防除等の啓発に

ついてホームページ等を通じて行っています。令和４年度現在では、該当する情報はありません

でした。 
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 ④ 自然災害分野 

  

台風や大雨による浸水被害を受けたときの消毒 

台風や大雨による浸水によって、泥などの汚れが臭いのもと

になる可能性があります。そこで、被害を受けたときは、でき

る限り泥を洗い流し、よく乾燥させることが大切です。 

通常は、洗浄と乾燥で十分ですが、汚水が混入した場合など

は、感染症予防のため消毒を行いましょう。なお、泥などの汚

れが残ったままでは、消毒薬の効果が期待できなくなりますの

で、消毒の前に洗浄と乾燥をしっかり行うのが大切です。 

≪家の中の消毒≫ 

消毒薬（次
じ

亜塩素
あ え ん そ

酸
さん

ナトリウム 0.02パーセント溶液）にタオルやふきんを浸し、軽くしぼったもの

で拭いて消毒をします。次亜塩素酸ナトリウムは、漂白作用があるので、色落ちしては困る場所は避

け、金属やゴムについては仕上げに水拭きをします。次亜塩素酸ナトリウム溶液は、 

家庭用の漂白剤でも同様の効果があります。製品によって濃度が異なりますので、水で薄める時は製

品の使用方法を確認してください。 

 

≪家まわりの消毒≫ 

家のまわり（屋外）を消毒するときには、クレゾールをまく方法がありますが、この薬品は臭いが強

いので使用には気をつけましょう。クレゾールは、薬局等でお買い求めの上、使用上の注意をよく確

認してください。 

 

手洗いを忘れずに！！ 

洗浄と乾燥、消毒をしたら、ご自身の感染症予防のために、 

必ず石けんなどで手を洗いましょう。 

 

◎ ご自身で消毒することが困難な場合、状況によっては 

市職員を派遣し消毒いたします。 

問合せ：環境推進課 ０４８－４６３－１５０４ 

 

 

 

【市が実施した消毒件数】 

年度 内訳 合計件数 

令和４年度 ―   ０件 

令和３年度 ―   ０件 

令和２年度 
集中豪雨１件   （R2.7.1） 

集中豪雨６件   （R2.7.25） 
  7件 
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  ⑤ 健康分野 

   気温が高くなり光化学スモッグ注意報が発令された時は、所管施設への情報提供を行ってい

るほか、ツイッターや防災行政無線により迅速な周知を図ります。また、光化学スモッグが発生

しやすい時期になる前に、広報あさかで市民に対し、光化学スモッグについての注意喚起の啓発

に努めます。 

  ⑥ 市民生活・都市生活分野（ヒートアイランド対策等） 

地球温暖化の影響により、気候の変化が大きくなっております。地球温暖化対策として、過度

な冷暖房に頼らず快適に過ごせる軽装や取り組みを促すライフスタイル「クールビズ（COOL 

BIZ）」や「ウォームビズ（WARM BIZ）」に取り組んでいただくよう周知を行います。 
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４ パートナーシップによる環境活動の推進 

みんなで環境を学び、考え、取り組むまち 

４-１ 環境についてみんなで学ぶ 

1環境教育や環境学習の機会の提供 

市民一人ひとりが日常生活と環境との関わりについて理解し、生活環境の保全や自然保護に

配慮した環境教育を推進していくために、学校、教育委員会及び市がそれぞれの役割で、効果

的な環境教育基盤の整備に努めています。 

① 環境教育や環境学習の機会の提供 

 １ 環境教育 

〇「こどもエコクラブ」 

   こどもエコクラブとは、幼児（３歳）から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のク

ラブです。子どもたちの環境保全活動や環境学習を支援することにより、子どもたちが人と

環境の関わりについて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や、環境問題解決に自ら考え

行動する力を育成し、地域の環境保全活動の輪を広げることを目的としています。 

参加料や会費は無料で、こどもエコクラブに団体登録すると、活動に役立つツールがもら

えたり、自分たちの活動を PR することができたり、活動を続けることで「アースレンジャ

ー認定証」を手に入れることが出来ます。令和４年１月時点で朝霞市内では３団体が加入し

て活動しています。 

 

  【登録方法】 

  一緒に活動する仲間（３歳～１８歳）と、活動を栄える大人（１８歳以上）を集めてクラブ

をつくり、登録します。※子ども 1人＋大人 1人から登録可能です。下のQR コードを読み取

り、新規・継続登録フォーム（こどもエコクラブホームページ）で登録するか、JEC 登録用紙

を環境推進課までＦＡＸ（048-467-0770）でお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境パートナーシップ 
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〇「あさか環境かるた」で環境学習しましょう！ 

地球温暖化をはじめとする様々な環境問題を解決するためには、一人ひとりが考え、

行動を起こす必要があります。そこで子供から大人まで分かりやすく、楽しみながら環

境について学んでもらえるよう、「あさか環境かるた」を作成しました。 

市ホームページには文字ごとに、市や県、国などの関連するホームページなどのリン

クが掲載されているので、環境に関する学習を深めることが出来ます。 

また、実際に市ホームページに掲載している「あさか環境かるた」を印刷して、かる

たとして遊びながら学習することもできます。 

かるたの白紙様式もあるので、自分のオリジナル環境かるたを作成することもできま

す。 

 あなたにあった学習方法で楽しく環境について学び、生活に活かしてみてください。 
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２ 環境教育の支援 

３ 環境学習への支援 

例年、夏休みに開催される「黒目川・川まつり」（黒目川・川まつり実行委員会主催）は、

身近な環境である黒目川に親しみながら、川の水を守ることの大切さなどを学ぶ場として、

市としても協力しています。  

 

  ４ 市民団体の環境保全活動支援 

  ○朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会との協働 

○あさか環境市民会議との協働 

市の環境に関する施策を総合的、計画的に推進していくために策定した「朝霞市環境基本

計画」に基づく「（仮称）朝霞環境フォーラム」の設立準備委員会が平成 15年 12月に発足

しました。その後、この会の名称を「あさか環境市民会議」とすることとし、設立後は独立

した団体として市民等が中心となって運営することが決定されました。 

平成 16年６月 20日には設立総会が開催され、「あさか環境市民会議」が発足し、活動を

実施しています。 

令和４年度は、斜面林の保全活動や、団体自らが実施する事業等への支援や情報提供など

を行い、自主的活動の支援をしました。 

【令和４年度の主な取り組み】 

運営会議 12 回 

市民会議の運営について具体的に検討しています。また、視察研修や各専門

部会の開催内容等についても、この場で話し合われています。会員の意見は

この場に集約されるようになっています。 

定期総会 １回 

コロナウイルス感染拡大防止のため第１９回定期総会は対面及び書面にて開

催し、前年度の事業報告及び決算報告、また、今後の事業計画、予算案につ

いて審議を行い、会員に承認されました。 

視察研修 ０回 コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。 

自然に関する取り

組み 
３2 回 

岡斜面林、宮戸斜面林、根岸台自然公園・根岸台里山再生林において、雑木

林の枝打ち、間伐、下草刈りなどの保全活動を実施するとともに、生息する

昆虫や動植物の観察会を実施しました。 

生活環境に関する

取り組み 
3 回 

6 月に身近な水環境の全国一斉調査、10 月に秋のプラごみゼロ＆クリーン

エイド、そして 11 月に探検「黒目川エコ」を実施しました。 

広報に関する取り

組み 
都度 市民会議が運営するブログに活動予定及び、里山だよりを掲載しました。 
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５ 環境情報の収集と発信 

環境問題に対する理解を深めていただくため、広報や市のホームページに環境関連の記事

を掲載するとともに、年次報告書「朝霞の環境」及び「朝霞市環境基本計画実施計画」を作

成し、その周知と啓発に努めました。 

 

 環境政策に係る報告書の発行 

令和４年度 ２種類（朝霞の環境及び朝霞市環境基本計画実施計画３年度実績版） 

令和３年度 ２種類（朝霞の環境及び朝霞市環境基本計画実施計画２年度実績版） 

令和２年度 ２種類（朝霞の環境及び朝霞市環境基本計画実施計画元年度実績版） 

 

６ 環境美化活動功労者を表彰 

多年にわたり地域の環境美化・清掃美化に尽力された個人・団体の功績をたたえ、環境美

化活動功労者として市から感謝状を贈呈しておりますが、令和４年度は該当者はいませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境美化活動功労者数】 

年度 団体数・人数 

令和４年度 ― 

令和３年度 ３人・２団体 

令和２年度 ９人 
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７ 環境美化ポスターの募集＆入選者表彰 

子どもたちに環境美化に対して関心を持ってもらうため、市内の小学 3年生・6年生を対

象に、「ポイ捨て」対策、「路上喫煙」対策、そして「犬のフン尿」対策というテーマでポス

ターを募集しました。 

令和４年度は、２２９点の応募があり、12 点の入選作品が選ばれ、令和 4 年１１月７日

（月）に表彰式を行いました。入選作品は、令和５年１月中は産業文化センター２階ホール

（図書館分館前）、２月中は市役所 1 階ロビー市民ホールに展示し、市民の環境美化意識の

向上を図りました。 

【環境美化ポスター 応募数】 

令和４年度 ２２９点（３年生 １３０点、６年生 ９９点） 

令和３年度 ２２６点（３年生 １４６点、６年生 ８０点） 

令和２年度 中止（新型コロナウイルス感染拡大のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入選された児童の皆さん 
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【環境美化ポスター 入選作品】 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

①井
い

古田
こ た

 和音
あ の ん

さん(朝一小３年)   ②吉川
よしかわ

 亜結
あ ゆ

美
み

さん(朝二小３年)    ③菅谷
す が や

 雄
ゆう

星
せい

さん(朝四小３年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④安食
あ じ き

 莉那
り な

さん(朝五小３年)   ⑤舘
たち

 優里
ゆ り

花
か

さん(朝五小３年)   ⑥土屋
つ ち や

 美
み

遥
はる

さん(朝十小３年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑦神子
か み こ

 巡
じゅん

さん(朝一小６年)      ⑧齋藤
さいとう

 愛莉
あ い り

さん(朝一小６年)  ⑨山下
やました

 治
はる

己
き

さん(朝六小６年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑩柏木
かしわぎ

 結
ゆ

衣
い

さん(朝九小６年)    ⑪岸
きし

 莉
り

緒
お

さん(朝十小６年)      ⑫牧野
ま き の

 由奈
ゆ な

さん(朝十小６年) 
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2環境情報の発信と普及啓発 

① 環境情報の収集と発信 

１ きれいなまちづくり運動（再掲 P２６） 

  ２ イベント等の収集と発信 

環境推進課では環境に関する学びやイベント等の情報収集を行い、広報・ホームページ・

Twitterを通じて市民の方へ周知を行っています。 

令和４年度は、きれいなまちづくり運動のお知らせや報告、環境月間に関すること、あさか

環境かるた、ボランティア団体のイベント等について、広報あさか２９回、Twitter158 回、

周知を行いました。 
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３ 史跡・文化財等の保全と活用（再掲 P４） 

４ リサイクルプラザでの環境学習・活動事業等の普及（再掲 P４6） 

５ 朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会との連携充実・支援（再掲 P４6） 
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４-２ 環境活動にみんなで参加し行動する 

1市民団体の環境保全活動支援 

 ① 環境に関する有識者等の活用 

令和４年度は、「災害時における動物救護活動に関する協定」を締結しています公益社団法人埼玉

県獣医師会南支部より講師派遣に協力いただき、ペットの終生飼養についてご講演いただきました。 

講座名称 開催日時 会場 
参加 

者数 

ペット長生き時代の健康管

理術～ペットの終生飼養は

飼い主の責務です～ 

令和４年９月２４日（土） 

午前１０時３０分～ 

 

中央公民館・コミュニティ

センター 

１階ギャラリー 
１９名 

 ② 市民団体の環境保全活動支援 

１ あさか環境市民会議との協働（再掲 P５２） 

２ 朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会との協働（再掲 P５２） 

３ 市民活動への支援 

４ 環境基本計画の推進 

   〇環境基本計画の概要 

市では、「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」の基本理念に基づき、市の良好な環境の保全

及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に進めることを目的として、令和４年 3月「第３次朝

霞市環境基本計画」を策定しました。 

この計画は、令和４年度から令和１３年度までの１０年間を計画期間とし、市、市民・市民団

体、事業者の相互の連携と協働により、「住み良い環境づくり」の実現を目指すものです。 

 

   〇環境基本計画実施計画 

  この実施計画は、「第３次朝霞市環境基本計画」に定めた基本理念、環境目標、施策の方向、

施策の展開に基づいて、市が今後実施すべき環境行政施策を具体化し、年度別の目標を示した計

画です。 

 

５ 朝霞市環境審議会 

「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」に基づき、市長の諮問機関として「朝霞市環境審議会」

を設置しています。審議会は、市長が委嘱する 16名以内の委員で構成されており、環境基本計

画に関する事項及びその他環境保全等に関する基本的事項についての調査審議を、原則として公

開制で行っています。 

 

 

 

 

 



- 59 - 

朝霞市環境審議会活動報告（令和４年度） 

 

 

朝霞市環境審議会委員名簿（令和４年度） 

  
 

（敬称略） 

氏名 経歴・所属団体等 

原田
は ら だ

 公
きみ

成
なり

 朝霞市議会議員 

外山
と や ま

 まき 朝霞市議会議員 

松村
まつむら

 隆
たかし

 

公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 海外循環ビジネス支援セン

ター 副センター長 

前芝浦工業大学システム理工学部 教授 

小島
お じ ま

 真知子
ま ち こ

 朝霞市環境美化推進員 元社会教育指導員 

永井
な が い

 広志
ひ ろ し

 本田技研工業㈱ 二輪事業本部ものづくりセンター 

長谷川
は せ が わ

 司
つかさ

 （株）武蔵野種苗園 埼玉支店 支店長 

水
みず

久保
く ぼ

 幸之助
こうのすけ

 朝霞市商工会 理事 

小野
お の

 敬三
けいぞう

 朝霞市自治会連合会 副会長（霞ヶ丘親睦会会長） 

古川
ふるかわ

 信吾
し ん ご

 市民 

福田
ふ く だ

 篤志
あ つ し

 市民 

田中
た な か

 幹男
み き お

 あさか環境市民会議 生活環境部会 

松下
まつした

 昌代
ま さ よ

 朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会会長 

平井
ひ ら い

 毅
たけし

 埼玉県西部環境管理事務所 副所長 

坂本
さかもと

 賢一
けんいち

 朝霞警察署 生活安全課 課長代理 

湯
ゆ

尾
お

 明
あきら

 朝霞保健所 所長 

 

 

回 数 開催日・開催場所 会  議  内  容 

第１回 

令和４年７月 2８日 

朝霞市役所  

２階全員協議会室 

・ 正・副議長の選出について 

・ 朝霞の環境（令和３年度環境推進課所管分）について 

・ 第３次朝霞市環境基本計画について 

・ その他 

第２回 

令和４年１１月１４日 

朝霞市役所  

5階大会議室・手前 

・ 朝霞の環境（令和３年度年次報告書）（案）について 

・ 第２次朝霞市環境基本計画実施計画（令和３年度実績版）

（案）について 

・ 第３次朝霞市環境基本計画実施計画（案）について 

・ 第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）運

用マニュアル（案）について 

・ その他 
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６ 朝霞市住み良い環境づくり連絡委員会 

「第 2次朝霞市環境基本計画」を総合的・計画的に推進するために、各部から選任された庁内

の横断的組織であり、環境施策の総合調整を行うとともに、計画の推進状況を把握し、点検評価

を行います。 

 

２環境保全活動団体の育成、ネットワークの形成等 

①環境保全活動団体の育成、ネットワークの形成等 

１ 環境に関する市民団体 

２ グランドワーク活動 
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朝霞市環境審議会活動報告（令和４年度） 

 

 

朝霞市環境審議会委員名簿（令和４年度） 

  
 

（敬称略） 

氏名 経歴・所属団体等 

原田
は ら だ

 公
きみ

成
なり

 朝霞市議会議員 

外山
と や ま

 まき 朝霞市議会議員 

松村
まつむら

 隆
たかし

 

公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 海外循環ビジネス支援セン

ター 副センター長 

前芝浦工業大学システム理工学部 教授 

小島
お じ ま

 真知子
ま ち こ

 朝霞市環境美化推進員 元社会教育指導員 

永井
な が い

 広志
ひ ろ し

 本田技研工業㈱ 二輪事業本部ものづくりセンター 

長谷川
は せ が わ

 司
つかさ

 （株）武蔵野種苗園 埼玉支店 支店長 

水
みず

久保
く ぼ

 幸之助
こうのすけ

 朝霞市商工会 理事 

小野
お の

 敬三
けいぞう

 朝霞市自治会連合会 副会長（霞ヶ丘親睦会会長） 

木村
き む ら

 富
とみ

枝
え

 市民 

山本
やまもと

 富
とむ

 市民 

桒
くわ

田
た

 泰博
やすひろ

 あさか環境市民会議 会計 

松下
まつした

 昌代
ま さ よ

 朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会会長 

平井
ひ ら い

 毅
たけし

 埼玉県西部環境管理事務所 副所長 

岩上
いわがみ

 和弘
かずひろ

 朝霞警察署 生活安全課 課長代理 

湯
ゆ

尾
お

 明
あきら

 朝霞保健所 所長 

 

 

回 数 開催日・開催場所 会  議  内  容 

第１回 

令和４年７月 2８日 

朝霞市役所  

２階全員協議会室 

・ 正・副議長の選出について 

・ 朝霞の環境（令和３年度環境推進課所管分）について 

・ 第３次朝霞市環境基本計画について 

・ その他 

第２回 

令和４年１１月１４日 

朝霞市役所  

5階大会議室・手前 

・ 朝霞の環境（令和３年度年次報告書）（案）について 

・ 第２次朝霞市環境基本計画実施計画（令和３年度実績版）

（案）について 

・ 第３次朝霞市環境基本計画実施計画（案）について 

・ 第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）運

用マニュアル（案）について 

・ その他 


